
第４７回 労働政策審議会障害者雇用分科会 議事次第 
 
 
１ 日時 

平成２３年１２月１４日（水）１３：３０～１５：００ 
 
 
２ 場所 

  経済産業省 別館 第１１１１号会議室（１１階） 
 
 
３ 議題 
 

（１）障害者雇用関係の研究会の開催について（報告） 
 
（２）平成２３年障害者雇用状況の集計結果について（報告） 
 
（３）平成２３年度第３次補正予算及び平成２４年度予算概算要求について（報告）  
 
（４）その他 
 
 
４ 資料 
 
資料１-１ 障害者制度改革の推進のための基本的な方向について 

 
資料１-２ 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関

する研究会開催要綱、今後のスケジュール 
 

資料１-３ 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方

に関する研究会開催要綱、今後のスケジュール 
 

資料１-４ 地域の就労支援の在り方に関する研究会開催要綱、今後の

スケジュール 
 

資料２  平成２３年障害者雇用状況の集計結果（概要） 
 

資料３-１ 平成２３年度第３次補正予算における障害者雇用関係施策 
 

資料３-２ 平成２４年度障害者雇用施策関係予算概算要求のポイント 

 

参考資料１ 労働政策審議会障害者雇用分科会委員等名簿 
  

参考資料２ 平成２３年障害者雇用状況の集計結果（平成２３年１１

月２５日公表資料） 
 

参考資料３ 最近の障害者雇用の現状と課題 



第２ 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方 

 

 ３ 個別分野における基本的方向と今後の進め方 

 

 

 

 
 
 (1)労働及び雇用 

○ 障害者雇用促進制度における「障害者」の範囲について、就労の困難さに視点を置いて見直すことについて検討し、平成24年度内を
目途にその結論を得る。 

 

○ 障害者雇用率制度について、雇用の促進と平等な取扱いという視点から、いわゆるダブルカウント制度の有効性について平成22年度
内に検証するとともに、精神障害者の雇用義務化を図ることを含め、積極的差別是正措置としてより実効性のある具体的方策を検討し、
平成24年度内を目途にその結論を得る。 

 

○ いわゆる福祉的就労の在り方について、労働法規の適用と工賃の水準等を含めて、推進会議の意見を踏まえるとともに、障がい者制
度改革推進会議総合福祉部会（以下「総合福祉部会」という。）における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23年内にその結論を得
る。 

 

○ 国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関し、適正で効率的な調達の実施という現行制度の考え方の下で、障害者就労
施設等に対する発注拡大に努めることとし、調達に際しての評価の在り方等の面から、障害者の雇用・就業の促進に資する具体的方策
について必要な検討を行う。 

 

○ 労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、職場における合理的配慮の提供を確保するための措置、これらに関する労使
間の紛争解決手続の整備等の具体的方策について検討を行い、平成24年度内を目途にその結論を得る。 

 

○ 障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケーション支援、ジョブコーチ等の職場における支援の在り方について、平成
23年内を目途に得られる総合福祉部会の検討結果等を踏まえ、必要な措置を講ずる。 

障害者制度改革の推進のための基本的な方向について 

                                 （抜粋） 
平成 2 2年６月 2 9日 

閣 議 決 定 

 以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や次期障害者基本計画の策
定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に
結論を得た上で、必要な措置を講ずるものとする。 
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障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の 

在り方に関する研究会開催要綱 

 

 

１．趣旨 

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（平成 22 年 6

月閣議決定）を踏まえ、障害者雇用促進制度における障害者の範囲等につ

いて検討を行うため、「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り

方に関する研究会」（以下「研究会」という。）を開催する。 

 

２．主な検討事項 

（１）障害者雇用促進制度における障害者の範囲について 

（２）雇用率制度における障害者の範囲等について 

（３）その他 

  

３．研究会の運営 

（１）研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識

経験者の参集を求め、開催する。 

（２）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。 

（３）座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求めることがで

きる。 

（４）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害

者雇用対策課において行う。 

   

４．参集者 

 別紙のとおり 

 

５.開催時期 

 平成 23年 11月～ 
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（別紙） 

 

障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究

会参集者 

 

 

阿部 一彦  社会福祉法人日本身体障害者団体連合会理事 

◎今野 浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授 

海東 千裕  株式会社髙島屋人事部能力開発・採用担当次長 

川﨑 洋子  公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事長 

杉山 豊治  日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長 

 田川 精二  NPO 法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク理事長 

田中 伸明  弁護士 

田中 正博  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事 

野中 猛   日本福祉大学社会福祉学部保健福祉学科教授 

丸物 正直  SMBC グリーンサービス株式会社代表取締役社長 

八木原 律子 明治学院大学社会学部社会福祉学科教授 

  

（◎：座長、五十音順、敬称略） 



今後のスケジュール 
 

 

第１回（平成 23年 11月） 

○研究会の開催について 

○障害者制度改革の動きと現行の障害者雇用促進制度等について 

○今後の研究会の進め方について 

○フリーディスカッション 

 

第２回（平成 23年 12月）  

○関係者からのヒアリング① 

 

第３回（平成 24年 1月）  

○関係者からのヒアリング② 

 

第４回（平成 24年 2月） 

○これまでの論点整理 

○障害者雇用促進制度における障害者の範囲について① 

 

第５回（平成 24年 3月）  

  ○障害者雇用促進制度における障害者の範囲について② 

  ○雇用義務の対象となる障害者の範囲について① 

 

第６回（平成 24年 4月） 

○雇用義務の対象となる障害者の範囲について② 

 

第７回（平成 24年 5月） 

○雇用義務の対象となる障害者の範囲について③ 

○雇用率制度に関するその他の議論 

 

第８回（平成 24年 6月）研究会の取りまとめ① 

 

第９回（平成 24年 7月）研究会の取りまとめ② 



労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の 

在り方に関する研究会開催要綱 

 

１．趣旨 

障害者権利条約に関し、労働・雇用分野において条約締結に向けた検討を進め

るため、平成 20 年 4 月「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在

り方に関する研究会」を開催し、計 11 回検討を行い、平成 21 年 7月に中間整理

をとりまとめている。その後、これを受け、障害者雇用分科会において、平成 21

年 10月から計７回の検討を行い、平成 22 年 4月に「労働・雇用分野における障

害者権利条約への対応の在り方に関する中間的な取りまとめ」として、主な議論

の状況を中間的に取りまとめている。 

一方、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（平成 22 年 6

月閣議決定）においては、労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、

職場における合理的配慮の提供を確保するための措置等の具体的方策について

検討を行い、平成 24 年度内を目途にその結論を得ることとされており、これま

での議論も踏まえつつ、障害者雇用分科会の「中間的な取りまとめ」からさらに

検討を進めるため「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に

関する研究会」（以下「研究会」という。）を開催する。 

 

２．主な検討事項 

（１）差別禁止等枠組みの対象範囲について 

（２）合理的配慮の内容及びその提供のための仕組みについて 

（３）合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方について 

（４）その他 

 

３．研究会の運営 

（１）研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者

の参集を求め、開催する。 

（２）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。 

（３）座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求めることができる。 

（４）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用

対策課において行う。 

 

４．参集者 

 別紙のとおり 

 

５.開催時期 

 平成 23年 11月～ 
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（別紙） 

 

労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する

研究会参集者 

 

石井 妙子  弁護士 

◎岩村 正彦  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 大胡田 誠  弁護士 

北野 誠一  ＮＰＯ法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長 

駒村 康平  慶應義塾大学経済学部教授 

杉山 豊治  日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長 

武石 恵美子 法政大学キャリアデザイン学部教授 

田中 正博  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事 

野澤 和弘  毎日新聞論説委員 

森  祐司  社会福祉法人日本身体障害者団体連合会常務理事・事務局長 

山岡  修  一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長 

 

（◎：座長、五十音順、敬称略） 



今後のスケジュール 
 

第１回（平成 23年 11月） 

○研究会の開催について 

○これまでの検討経緯等について① 

・障害者権利条約について 

・厚生労働省におけるこれまでの検討について 

・障害者制度改革の動きについて 

○今後の研究会の進め方について 

 

第２回（平成 23年 12月）  

○これまでの検討経緯等について② 

 ・障害者制度改革推進会議差別禁止部会での議論の状況 

 ・各国制度について 

○論点の提示 

 

第３回（平成 24年 1月）  

○差別禁止の対象範囲に関する検討（障害者及び事業主） 

○障害を理由とする差別の禁止 

○職場における合理的配慮の内容① 

 

第４回（平成 24年 2月） 

○職場における合理的配慮の内容② 

○合理的配慮の提供のための仕組みについて 

○権利擁護について 

 

第５回（平成 24年 3月）  

  ○これまでの論点整理 

  ○合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方① 

 

第６回（平成 24年 4月） 

○合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方② 

 

第７回（平成 24年 5月） 

○合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方③ 

 

第８回（平成 24年 6月）研究会の取りまとめ① 

 

第９回（平成 24年 7月）研究会の取りまとめ② 



地域の就労支援の在り方に関する研究会開催要綱 

 

１．趣旨 

近年、障害者雇用者数（22 年 6 月 1 日現在）は 34.3 万人に達し、5 年連続で

過去最高を更新するとともに、また、ハローワークを通じた就職件数（22 年度）

も 5万件を超えるなど、その雇用は着実に進展している。 

一方、雇用率は 1.68％と未だ法定雇用率（1.8％）に届いておらず、特に、中

小企業の取り組みが遅れていることから、中小企業に対する地域の就労支援機関

による支援の強化、充実が求められている。 

また、福祉施設などから一般雇用への移行についても、今後ともその取り組み

を一層加速させる必要があり、地域における福祉施設等や教育機関、労働関係機

関が連携した支援体制の整備が求められている。 

さらに、「重点施策実施５か年計画」（平成 19 年 12 月 25 日障害者施策推進本

部決定）においては、地域の就労支援機関について各種の施策目標を設定し、そ

の達成に努めてきたところであるが、平成 24 年度末に当該計画の終期を迎える

ことから、これらの進捗状況や上記の課題も踏まえつつ、地域の就労支援機関の

それぞれの役割や連携の在り方などについて、今後、障害者の雇用・就労を一層

促進する観点から検討を行うため、「地域の就労支援の在り方に関する研究会」

（以下「研究会」という。）を開催する。 

 

２．主な検討事項 

（１）重点施策実施５か年計画の進捗状況等について 

（２）地域の就労支援機関の今後の役割と連携等の在り方について 

（３）その他 

 

３．研究会の運営 

（１）研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者

の参集を求め、開催する。 

（２）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。 

（３）座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求めることができる。 

（４）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用

対策課において行う。 

 

４．参集者 

 別紙のとおり 

 

５.開催時期 

 平成 23年 11月～ 
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（別紙） 

 

地域の就労支援の在り方に関する研究会参集者 

 

  

小川 浩   大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科教授 

 菊池 恵美子 帝京平成大学健康メディカル学部作業療法学科教授 

栗原 敏郎  株式会社大協製作所代表取締役社長 

近藤 正臣  全国社会就労センター協議会会長 

崎濱 秀政  ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク代表理事 

長野 敏宏  ＮＰＯ法人ハート in ハートなんぐん市場理事 

西村 浩二  広島県発達障害者支援センター長 

土師 修司  ＮＰＯ法人障害者雇用部会理事長 

原  智彦  東京都立青峰学園進路指導・生活指導担当主幹教諭 

前川 光三  株式会社かんでんエルハート代表取締役 

◎松爲 信雄  神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授 

 望月 春樹  （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構職業リハビリテーション部指導課長 

 

（◎：座長、五十音順、敬称略） 



今後の研究会の進め方について 
 

 

第１回（平成 23年 11月） 

○研究会の開催について 

○障害者の就労支援策の現状等について 

○今後の研究会の進め方について 

○フリーディスカッション 

 

第２回（平成 23年 12月）  

○関係者（就労支援機関）からのヒアリング① 

 （ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援セ

ンター、発達障害者支援センタ－、特別支援学校、福祉施設） 

 

第３回（平成 24年 1月）  

○関係者（就労支援機関、企業）からのヒアリング② 

 

第４回（平成 24年 2月） 

○障害者団体からのヒアリング 

   

第５回（平成 24年 3月） 

○これまでの論点整理① 

 

第６回（平成 24年 4月） 

○これまでの論点整理② 

 

第７回（平成 24年 5月） 

○これまでの論点整理③ 

 

第８回（平成 24年 6月）研究会の取りまとめ① 

 

第９回（平成 24年 7月）研究会の取りまとめ② 



平成２３年 障害者雇用状況の集計結果（概要） 
 

１ 集計結果の主なポイント 

〈民間企業〉（法定雇用率 1.8％） 

・ 民間企業（労働者 56 人以上規模）の雇用障害者数は、過去最高の

36万 6,199.0人で、前年より 6.8％増加。 

・ 実雇用率は、平成 22 年７月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率

の引き下げ等）があったため、本年と前年の数値を単純に比較すること

は適当でない状況であるが、1.65％（前年は 1.68％）、法定雇用率達

成企業の割合は 45.3％（前年は 47.0％）。 
 

〈公的機関〉（同 2.1％、都道府県などの教育委員会は 2.0％） 

・ 国：雇用障害者数 6,869.0人、実雇用率 2.24％ 

 ※ 厚生労働省：雇用障害者数 1,296.5人、実雇用率 2.49％ 

・ 都道府県：雇用障害者数 7,805.0人、実雇用率 2.39％ 

・ 市町村：雇用障害者数 2万 3,363人、実雇用率 2.23％ 

・ 教育委員会：1 万 2,154 人、実雇用率 1.77％（都道府県教育委員

会は 1.75％、市町村教育委員会は 1.86％） 

→ 実雇用率は、制度改正により前年と単純に比較することは適当で

ない状況であるが、雇用障害者数はいずれも前年を上回った。 
 

〈独立行政法人など〉（同 2.1％） 

・ 雇用障害者数：7,231人、実雇用率 2.08％ 

→ 実雇用率は、制度改正により前年と単純に比較することは適当で

ない状況であるが、雇用障害者数は前年を上回った。 
 

２ 評 価 

制度改正により前年と単純に比較することは適当でない状況である

が、雇用障害者数は大幅に増加しており（改正前の制度の基づいた計算

でも前年比 4.8％増）、全体として障害者雇用は着実に進展。 

 

３ 今後の課題 

依然として民間企業の実雇用率が法定雇用率を下回っているととも

に、法定雇用率を達成している企業が半数以下の状況にあるため、見直

しを行った雇入れ計画期間（２年：従来は３年）で、厳正な指導を実施。 

また、いまだ 47機関中 33機関の都道府県教育委員会が法定雇用率未

達成であるため、本年中に達成できない都道府県教育委員会に対しては、

今後、２年間（従来は３年）で達成するための具体的な改善策を盛り込ん

だ採用計画を提出するよう指示し、同採用計画に基づき計画的に雇用す

るよう、厳正な指導を実施。 
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  平成２３年度第３次補正予算における障害者雇用関係施策      

                    

各支援施策の概要 

② 障害者就業・生活支援センターの就業支援体制の充実 

  被災地の「障害者就業・生活支援センター」について、きめ細かな就業支援等を行うために、就業支援 
 担当者の追加配置や事務補助員の配置を行う。 

① 被災地の障害者に係る実習型雇用終了後の正規雇用奨励金の拡充 

  実習型雇用支援事業の対象となる被災地の障害者（※1）について、被災地（※2）の企業での実習 
 期間終了後に、正規雇入れをした場合の「正規雇用奨励金」を拡充する〈支給回数を3回に増やし、計

150万円支給（現行は2回支給。計100万円）〉。 

③ 地域障害者職業センターにおける障害者や企業に対する支援の充実 

  被災地の「地域障害者職業センター」について、障害者の職場適応を容易にするジョブコーチ支援や 
 職業準備支援の充実を図る。 

 ○ ４月から、全国のハローワークに設置した「特別相談窓口」に加え、地域障害者職業センター 

  に「特別相談窓口」を設置するなど、被災後の雇用継続に関する相談業務等を実施。    
 ○ 第３次補正予算では、上記に加え、次の施策により、障害者に対する就職支援の充実を図る。 

・ 就業支援担当者 ： 岩手県（9ヶ所）・宮城県（7ヶ所）・福島県（6ヶ所）のセンター    計22ヶ所 
・ 事務補助員    ： 東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法適用市町村（東京を除く）のセンター  計42ヶ所 

・ ジョブコーチの増員 ： 岩手県・宮城県・福島県のセンター 
・ 職業準備支援の評価アシスタントの増員 ： 宮城県のセンター 

※1 ①対象県（＝青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県又は長野県。以下同様）の区域のうち、災害救助法適用 
 市町村に3月11日時点において居住していた者、又は②対象県の区域のうち、災害救助法適用市町村に所在する事業所に就業しており、震災 
 により離職を余儀なくされた者 
※2 対象県内に所在する事業所 

【補正予算額 ８７百万円】 
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障害者に対する就労支援の推進 

 

～平成２４年度 障害者雇用施策関係予算概算要求のポイント～ 
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施策の概要 

 

 平成22年度における障害者雇用に関する状況を見ると、引き続きハローワークの新規求

職件数、就職件数ともに過去最高となる等障害者の就労意欲の高まりが見られる。とりわ

け精神障害者や発達障害者、難病者などについては、平成17年度からの６年間で、新規求

職申込件数、就職件数ともに大きく伸びており、今後とも障害特性に応じたきめ細かな就

労支援を行うことが求められている。 

障害者の実雇用率も、平成 16年の 1.46％以降、平成 22年の 1.68％と年々上昇傾向にあ

るが、法定雇用率は未達成であり、また、法定雇用率を満たす企業の割合は全体の 47.0％

と半数以下である等、引き続き障害者雇用の充実・強化を図る必要がある。 

また、平成 23年３月に発生した東日本大震災の影響により、被災地のハローワークでは、

新規求職申込件数が増加する等厳しい雇用情勢がみられ、こうした離職若しくは自宅待機

を余儀なくされた障害者に対しては、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就

業・生活支援センターをはじめとする地域の就労支援力を強化し、適切な支援を引き続き

実施する。 

 平成24年度においては、上記の状況を踏まえ、 

① 雇用率達成指導の強化と地域の就労支援の強化 

② 障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化 

③ 障害者の職業能力開発支援の推進 

を主要な柱として、障害者に対する就労支援の充実を図る。 

 

 

平成24年度要求額  21,986(  21,805）百万円 

※括弧書きは前年度予算額 

 

 

Ⅰ 雇用率達成指導の強化と地域の就労支援の強化 

 
 

１ ハローワークと地域の関係機関との連携による「チーム支援」の推進によるマッチン

グ機能の向上及び厳正な雇用率達成指導   

［要求額  655（  650）百万円］ 

 
 
 

 ハローワークが中心となって、地域の福祉施設、特別支援学校等の関係機関と連携し

た「障害者就労支援チーム」を編成し、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「チ

ーム支援」の推進や中小企業に重点を置いた雇用率達成指導や就職面接会等の実施に

よりハローワークのマッチング機能の向上を図る。 
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 ２ 雇用と福祉の連携による地域に密着した就労支援の実施 

 ［要求額  4,384（ 4,267）百万円］ 

 

 障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な相談・支援を行う「障 

害者就業・生活支援センター」について、全障害保健福祉圏域（平成23年4月現在：361） 

への設置に向け、設置箇所数の拡充及び機能強化を図る。 

（設置箇所数 ３２２センター → ３２７センター） 

 
 

 ３ 障害者試行雇用事業の推進 

 ［要求額  883（ 864）百万円］ 

 

  事業主に障害者雇用のきっかけを提供するとともに、障害者に実践的な能力を取得さ 

せて常用雇用へ移行するため、短期間の試行雇用（トライアル雇用）を実施する。 

（対象者数 ９，０００人 → ９，２００人） 
 
 

 

Ⅱ 障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化 
 
 

 １ 障害特性に応じた総合的な雇用支援の実施 

                      ［要求額  2,351（  2,340）百万円］ 

 
 

（１）ハローワークにおける精神障害者への専門的支援の強化 

［要求額  600（ 593）百万円］ 

ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の急増に対応するため、精神障害者

等に対し、カウンセリング、企業の意識啓発、職場実習の実施及び就職後のフォローア

ップ等一貫した支援を行う「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的か

つ継続的な支援を行う。 

 

（２）精神障害者等の雇用促進を図るための奨励金等の活用 

                         ［要求額  767（ 761）百万円］ 

   カウンセリング体制の整備や業務遂行上の支援を行う者の配置等精神障害者等が働

きやすい職場づくりに努めた企業や、精神障害者等の障害特性を踏まえ、一定程度の

期間をかけて段階的に就業時間を延長しながら常用雇用を目指す「精神障害者等ステ

ップアップ雇用」を行う企業に対する奨励金等の活用により、精神障害者等の一層の

雇用促進、職場定着を図る。 
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（３）発達障害者の特性に応じた支援策の充実・強化 

 ［要求額  367（  362）百万円］ 

発達障害者の就労支援については近年ニーズが高まっている中、今後、発達障害者の 

求職者が増加し、就労支援について体系的な支援の実施が必要になることが見込まれる 

ため、ハローワークにおける発達障害者の支援体制を拡充・強化するとともに、発達障 

害者を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成を行うこと等により、発 

達障害者の雇用の促進と安定を図る。 

 
 

  （４）難治性疾患患者雇用開発助成金 

［要求額  145（  145）百万円］ 

  難病のある人を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成を行うことに

より、難病のある人の就労を支援するとともに、その雇用管理上の課題等の把握を行う。 

 

２ チャレンジ雇用の推進                          

                      ［要求額  577（  562）百万円］ 

 

 

 

知的障害者や精神障害者等を都道府県労働局やハローワークにおいて非常勤職員とし 

て雇用し、１～３年の業務経験を踏まえた一般企業等への就職の実現を推進する。 

 
 

３ 在宅就業支援団体活性化事業（新規） 

 ［要求額  21（   0）百万円］ 

 
在宅就業障害者に対し、受注拡大等への取組や障害者への職業講習等を積極的に実施

する団体を募集し、そのうち支援効果が高いと見込まれる取組を行う団体を選定し、こ

れらに要した費用の一部を助成する。 
 

 

Ⅲ 障害者の職業能力開発支援の推進 
 
 
 

 １ 民間を活用した機動的かつ実践的な職業訓練の推進 

 ［要求額  1,551（  1,595）百万円］ 

 

   企業、社会福祉法人等の多様な委託先を活用し、様々な障害の態様やニーズを踏ま

えた職業訓練を実施するとともに、特別支援学校と連携したより早い段階からの職業
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能力開発機会を提供し、一般就労に向けた切れ目のない支援を実施する。 

また、就業経験がない人等を対象とした「障害者向けデュアルシステム」で、訓練開

始前の準備段階から修了後の就職支援までの総合的・専門的なパッケージ支援を行う

「障害者職業訓練コーチ（仮称）」を配置するなど、委託訓練の充実を図る。 

                         

 
 

 ２ 地域における職業能力開発推進基盤の強化 

 ［予定額  132（  132）百万円］ 

 

  教育・福祉の実施主体である都道府県並びに政令指定都市の資源を有効活用するこ

ととし、職業訓練をより効果的・効率的に推進するための事業を実施する。 

 

 
 

 ３ 公共職業能力開発施設における障害特性やニーズに応じた職業訓練の推進 

 ［予定額  3,833（ 3,902）百万円］ 

 

  障害者職業能力開発校において、｢職業訓練上特別な支援を要する障害者｣に重点を

置いた支援を実施する。 

 

 

Ⅳ 障害者権利条約の批准に向けた障害者雇用対策の検討 
 
 
 

 １ 障害者権利条約の批准に向けた障害者雇用対策の検討 

 ［要求額    11（      4）百万円］ 

 

  障害者権利条約の批准に対応するため、障がい者制度改革推進会議における議論を

踏まえつつ、労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、職場における合

理的配慮の提供を確保するための措置等について、引き続き所要の検討を行う。 
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平成 23 年 障害者雇用状況の集計結果 
 

 

厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、平成 23年の「障害者

雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、社会連帯の理念に基づき、事業主に対し、常時雇用する従業

員の一定割合（法定雇用率、民間企業の場合は 1.8％）以上の障害者を雇うことを義務

付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、  

精神障害者の雇用状況について、当省が障害者の雇用義務のある事業主などに報告を

求めているものです。 

 
 

【集計結果の主なポイント】 
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＜民間企業＞（法定雇用率 1.8%） 

 ・雇用障害者数は 36万 6,199人 と過去最高を更新 

・実雇用率は 1.65％ 

  ・法定雇用率達成企業の割合は 45.3％ 

 

＜公的機関＞（同 2.1%、都道府県などの教育委員会は 2.0%） 

 ・ 国  ：雇用障害者数 6,869人、実雇用率 2.24% 

 ・都道府県：雇用障害者数 7,805人、実雇用率 2.39% 

・市 町 村：雇用障害者数 ２万 3,363人、実雇用率 2.23% 

・教育委員会：雇用障害者数 １万 2,154人、実雇用率 1.77% 

 

＜独立行政法人など＞（同 2.1%） 

・雇用障害者数 7,231人、実雇用率 2.08% 

YSOSP
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（注）平成 22 年７月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等（Ｐ1０

～1２参照）があったため、本年と前年の数値を単純に比較することは適当ではな

い状況。 

 

 

 

○ 雇用されている障害者の数、実雇用率 

・民間企業（56人以上規模の企業：法定雇用率1.8％）に雇用されている障害者の数

は 366,199.0人で、過去最高となった（仮に、本年について改正前の制度に基づ

き、重度以外の短時間身体障害者と短時間知的障害者を除いて計算したとすると、

359,492.0人となり、前年より4.8％（16,518.5人）増加となる）。 

 

・雇用者のうち、身体障害者は 284,428人、知的障害者は68,747人、精神障害者は

13,024人であった。 

 

・実雇用率は、1.65％であった（仮に、本年について改正前の制度に基づいて計算

したとすると1.75％程度となるものと推計される）。 

また、法定雇用率達成企業の割合は45.3％であった。         

〔総括表１、グラフ(1)、詳細表１(1)・(4)〕 

○ 企業規模別の状況 

・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、56～100人未満規模企業で 

29,345.0人、100～300人未満で70,805.0人、300～500人未満で34,856.0人、500

～1,000人未満で44,782.5人、1,000人以上で186,410.5人であった。 

 

・実雇用率は、民間企業全体の実雇用率 1.65％と比較すると、 

→1,000人以上規模企業(1.84％)は上回り、同500～1,000人未満(1.65％)につい

ては同等となった。 

→300～500人未満規模企業(1.57％)、同100～300人未満(1.40％)、同56～100人

未満(1.36％)については下回った。 

 

・法定雇用率達成企業の割合は、56～100人未満規模企業が43.1％、100～300人未満

が47.0％、300～500人未満が45.0％、500～1,000人未満が44.3％、1,000人以上が

49.8％であった。 

〔グラフ(2)・(3)、詳細表１(2)〕 

○ 産業別の状況 

・産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」が460.5人、

「鉱業、採石業、砂利採取業」が130.0人、「建設業」が8,886.5人、「製造業」

が116,663.5人、「電気・ガス・熱供給・水道業」が4,181.0人、「情報通信業」

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 
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が17,466.5人、「運輸業、郵便業」が23,526.5人、「卸売業、小売業」が53,001.

0人、「金融業、保険業」が20,880.5人、「不動産業、物品賃貸業」が4,734.5人、

「学術研究、専門・技術サービス業」が8,257.0人、「宿泊業、飲食サービス業」

が9,503.5人、「生活関連サービス業、娯楽業」が10,288.0人、「教育・学習支

援業」が5,335.5人、「医療・福祉」が39,076.0人、「複合サービス事業」が11,

415.0人、「サービス業」が32,205.5人であった。 

 

・産業別の実雇用率では、「電気・ガス・熱供給・水道業」(1.85％)､「生活関連

サービス業,娯楽業」(1.87％)、「医療,福祉」(1.90％)の３業種は法定雇用率を

上回っている。 

 

・加えて、「農,林,漁業」（1.71％)、「製造業」(1.77％)、「運輸業,郵便業」 

(1.69％)、「金融業,保険業」（1.73％）、「複合サービス業」（1.79％）の 

５業種は、民間企業全体の実雇用率 1.65％を上回っている。 

  〔グラフ(4)・(5)、詳細表１(3)〕 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・平成23年の法定雇用率未達成企業は41,211社。そのうち、不足数が0.5人または

１人である企業（１人不足企業）が、63.9％と過半数を占めている。 

 

・また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）が、未達成企業に占

める割合は、61.3％となっている。  

           〔詳細表１(5)〕 

○ 特例子会社の状況 

・平成23年６月１日現在で特例子会社（※）の認定を受けている企業は319社（前年

より36社増）で、雇用されている障害者の数は、16,429.5人であった。 

・雇用者のうち、身体障害者は8,168.5人、知的障害者は7,594.5人、精神障害者は 

666.5人であった。 

 

※親会社の実雇用率に算入できる、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社 

 

〔詳細表１(7)〕 

 
 
 

 

(1) 国の機関（法定雇用率2.1％） 

国の機関に在職している障害者の数は6,869.0人、実雇用率は2.24％であった（仮

に、本年について改正前の制度に基づいて計算したとすると2.36％程度となるもの

と推計される）。 

国の機関は全て達成。 

 

〔総括表２(1)、詳細表２(1)、４(1)〕 

 

２ 公的機関における在職状況 
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(2) 都道府県の機関（法定雇用率2.1％） 

都道府県の機関に在職している障害者の数は7,805.0人、実雇用率は2.39％であっ

た（仮に、本年について改正前の制度に基づいて計算したとすると2.53％程度とな

るものと推計される）。 

知事部局は全て達成、知事部局以外は110機関中95機関が達成。 

 

【未達成機関】 

北海道監査委員事務局、北海道警察本部、宮城県警察本部、福島県警察本部、栃

木県警察本部、埼玉県病院局、千葉県病院局、新潟県病院局、新潟県警察本部、

山梨県警察本部、名古屋港管理組合、三重県病院事業庁、鳥取県病院局、長崎県

病院企業団、大分県病院局 

〔総括表２(2)、詳細表２(2)、４(2)・(3)〕 

 

(3) 市町村の機関（法定雇用率2.1％） 

市町村の機関に在職している障害者の数は23,363.0人、実雇用率は2.23％であっ

た（仮に、本年について改正前の制度に基づいて計算したとすると2.45％程度とな

るものと推計される）。 

2,353機関中1,970機関が達成。 

〔総括表２(3)、詳細表２(3)〕 

 

(4) 都道府県等の教育委員会 

2.0％の法定雇用率が適用される都道府県等の教育委員会に在職している障害者の

数は12,154人、実雇用率は1.77％（都道府県教育委員会は1.75％、市町村教育委員

会は1.86％）であった（仮に、本年について改正前の制度に基づいて計算したとす

ると、都道府県教育委員会が1.90％程度、市町村教育委員会が2.04％程度となるも

のと推計される）。 

都道府県教育委員会は47機関中14機関が達成、市町村教育委員会は92機関中80

機関が達成。 

 

【未達成の都道府県教育委員会】 

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、

神奈川、新潟、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、鳥取、島根、

岡山、広島、山口、徳島、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島の教育委員会 

〔総括表２(4)、詳細表２(4)、４(4)〕 

 

 

 

 

独立行政法人等（法定雇用率2.1％）に雇用されている障害者の数は7,231人、実

雇用率は2.08％であった（仮に、本年について改正前の制度に基づいて計算したと

すると2.33％程度となるものと推計される）。 

独立行政法人等（国立大学法人等を除く）は98法人中85法人が達成、国立大学法

人等は90法人中59法人が達成、地方独立行政法人等は100法人中57法人が達成。 

〔総括表３、詳細表３、４(5)〕 

３ 独立行政法人等における雇用状況 

3



１　民間企業における雇用状況（法定雇用率１．８％）

22,260,915.5 人 366,199.0 人 1.65 % 34,102 / 75,313 45.3 %

( 20,356,456.0 人 ) ( 342,973.5 人 ) ( 1.68 % ) ( 33,742 / 71,830 ) ( 47.0 % )

２　国、地方公共団体における在職状況

(1) 国の機関(法定雇用率２．１％)

305,997.0 人 6,869.0 人 2.24 % 39 / 39 100.0 %

< 6,489 人 > < 2.12 % >

( 286,472.0 人 ) ( 6,552.5 人 ) ( 2.29 % ) ( 38 / 39 ) ( 97.4 % )

277,782.5 人 6,211.5 人 2.24 % 30 / 30 100.0 %

< 5,872 人 > < 2.11 % >

( 259,065.0 人 ) ( 5,926.5 人 ) ( 2.29 % ) ( 30 / 30 ) ( 100.0 % )

3,575.0 人 81.5 人 2.28 % 5 / 5 100.0 %

< 71 人 > < 1.99 % >

( 3,234.0 人 ) ( 72.0 人 ) ( 2.23 % ) ( 4 / 5 ) ( 80.0 % )

24,639.5 人 576.0 人 2.34 % 4 / 4 100.0 %

< 545 人 > < 2.21 % >

( 24,173.0 人 ) ( 554.0 人 ) ( 2.29 % ) ( 4 / 4 ) ( 100.0 % )

(2) 都道府県の機関（法定雇用率２．１％）

326,662.0 人 7,805.0 人 2.39 % 142 / 157 90.4 %

< 7,771 人 > < 2.38 % >

( 303,351.0 人 ) ( 7,598.5 人 ) ( 2.50 % ) ( 148 / 156 ) ( 94.9 % )

260,148.5 人 6,321.0 人 2.43 % 47 / 47 100.0 %

< 6,306 人 > < 2.42 % >

( 246,818.0 人 ) ( 6,213.5 人 ) ( 2.52 % ) ( 47 / 47 ) ( 100.0 % )

66,513.5 人 1,484.0 人 2.23 % 95 / 110 86.4 %

< 1,465 人 > < 2.20 % >

( 56,533.0 人 ) ( 1,385.0 人 ) ( 2.45 % ) ( 101 / 109 ) ( 92.7 % )

その他の
都道府県

機関

都道府県
知事部局

行政機関

立法機関

司法機関

計

平成２３年６月１日現在における障害者の雇用状況（総括表）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数

②　障害者の数

⑤達成割合

⑤　達成割合③　実雇用率②　障害者の数 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

民間企業

　※　各表の数値の下欄は平成２２年６月１日時点の数値であるが、平成２２年７月に制度改正
　　（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、本年と前年の数値を単純に
　　比較することは適当ではない状況である。

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数

⑤　達成割合

計

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数
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(3) 市町村の機関（法定雇用率２．１％）

1,049,375.5 人 23,363.0 人 2.23 % 1,970 / 2,353 83.7 %

< 23,194 人 > < 2.21 % >

( 939,759.0 人 ) ( 22,547.5 人 ) ( 2.40 % ) ( 2,098 / 2,372 ) ( 88.4 % )

(4) 法定雇用率２．０％が適用される都道府県等の教育委員会（法定雇用率２．０％）

686,659.5 人 12,154.0 人 1.77 % 94 / 139 67.6 %

< 12,127 人 > < 1.77 % >

( 628,850.0 人 ) ( 11,212.0 人 ) ( 1.78 % ) ( 79 / 130 ) ( 60.8 % )

585,104.0 人 10,266.5 人 1.75 % 14 / 47 29.8 %

< 10,247 人 > < 1.75 % >

( 536,943.0 人 ) ( 9,487.0 人 ) ( 1.77 % ) ( 13 / 47 ) ( 27.7 % )

101,555.5 人 1,887.5 人 1.86 % 80 / 92 87.0 %

< 1,881 人 > < 1.85 % >

( 91,907.0 人 ) ( 1,725.0 人 ) ( 1.88 % ) ( 66 / 83 ) ( 79.5 % )

３　独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率２．１％）

347,228.0 人 7,231.0 人 2.08 % 201 / 288 69.8 %

< 3,746 人 > < 1.08 % >

( 295,944.0 人 ) ( 6,639.0 人 ) ( 2.24 % ) ( 202 / 270 ) ( 74.8 % )

174,269.5 人 3,865.5 人 2.22 % 85 / 98 86.7 %

< 3,464 人 > < 1.99 % >

( 156,311.0 人 ) ( 3,675.5 人 ) ( 2.35 % ) ( 82 / 98 ) ( 83.7 % )

132,188.5 人 2,691.0 人 2.04 % 59 / 90 65.6 %

国立大学法人等 < 2,290 人 > < 1.73 % >

( 109,291.0 人 ) ( 2,389.5 人 ) ( 2.19 % ) ( 70 / 90 ) ( 77.8 % )

40,770.0 人 674.5 人 1.65 % 57 / 100 57.0 %

< 282 人 > < 0.69 % >

( 30,342.0 人 ) ( 574.0 人 ) ( 1.89 % ) ( 50 / 82 ) ( 61.0 % )

注　１

２

３

４
５

６ 　「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号まで、「地方独立行政
法人等」とは、同令別表第２の第９号から第10号までの法人を指す。

地方独立行政
法人等

独立行政法人
等(国立大学
法人等を除く)

⑤　達成割合
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる労働者数

　（　）内は、平成22年６月１日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相
当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　法定雇用率2.0％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相
当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種につい
て定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重
度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重
度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当
するものとして0.5カウントとしている。

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

⑤　達成割合

計

計

都道府県
教育委員会

市町村
教育委員会

市町村の機関

⑤　達成割合
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注１：雇用義務のある企業（56人以上規模の企業）についての集計である。

注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成１７年度まで 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 平成２３年度以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
重度身体障害者である短時間労働者 重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者 重度知的障害者である短時間労働者 

精神障害者
平成１８年度以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 身体障害者である短時間労働者

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） (身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)
重度身体障害者である短時間労働者 知的障害者である短時間労働者 
重度知的障害者である短時間労働者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 
精神障害者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精神障害者である短時間労働者
精神障害者である短時間労働者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 
(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

民間企業における障害者の雇用状況(グラフ)

注３：平成２２年７月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、本年と前年までの数値を
　　単純に比較することは適当ではない状況である。
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◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法

律」に基づき、それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障

害者を雇用しなければならないこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（な

お、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保

持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。

一般の民間企業 ……………………… １．８％

○ 民間企業 ……… （５６人以上規模の企業）

特殊法人等 …………………………… ２．１％

労働者数４８人以上規模の特殊法人、

独立行政法人、国立大学法人等

〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．１％

（４８人以上規模の機関）

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．０％

（５０人以上規模の機関）

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障

害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

【一般民間企業における雇用率設定基準】

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数

＋ 失業している身体障害者及び知的障害者の数

障害者雇用率 ＝

常用労働者数 ＋ 失業者数

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障

害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働

時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、重度

以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者につい

ては、0.5人分としてカウントされる。（重度以外の身体障害者及び知的障害者

である短時間労働者がカウント対象となったのは今回の報告からである）

※ なお、上記雇用率の設定の際には、分母から除外率相当労働者数を除いて設

定している（除外率制度についてはＰ１１参照）。
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◎ 障害者雇用率制度における短時間労働の取扱いについて 

 

 
○ 障害者雇用率制度における身体障害者及び知的障害者である短時間労働者の取

扱いについて 
平成２２年７月１日から、障害者雇用率制度において、身体障害者又は知的障

害者である短時間労働者（週所定労働時間２０時間以上３０時間未満）を雇用義

務の対象とし、実雇用率のカウントを０．５カウントとすることとしている。 
 
【障害者である短時間労働者のカウントの方法は以下のとおり】 

 
 

○ 障害者雇用率制度における障害者ではない短時間労働者の取扱いについて 
短時間労働者である身体障害者又は知的障害者を雇用義務の対象とすることと

合わせ、平成２２年７月から、障害者雇用率制度において、障害者ではない短時

間労働者（週所定労働時間２０時間以上３０時間未満）も実雇用率の算定対象と

し、実雇用率のカウントを０．５カウントとすることとしている。 
 

【今回の改正による実雇用率等の計算方法は以下のとおり】 

 
 

※  「労働者」には短時間労働者は含まれていない 

※※ 小数点以下は切捨て 
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◎ 除外率制度について

○ 民間企業における除外率制度

各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる

常用雇用労働者数を算定する際に、一定の業種に属する事業を行う事業

所の事業主については、その常用雇用労働者数から一定率に相当する労

働者数を控除する制度。

平成１４年の法改正により段階的に廃止・縮小することとされ、平成

２２年７月１日から、すべての除外率設定業種について、除外率を１０

％ポイントずつ引き下げている。

（前回の除外率引き下げは平成１６年４月１日）

○ 国及び地方公共団体における除外率制度

各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる

職員数を算定する際に､一定の範囲の職種に従事する者を控除する制度｡

平成１６年４月１日から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、

公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個

人による強制力の行使等が必要であるような職員に限定することとし

た｡

なお、旧除外職員である職種に従事する職員の多い機関については、

当該職員が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設定した

上で、廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしてお

り、平成２２年７月１日から当該除外率を一律１０％引き下げている。
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◎ 民間企業における除外率の改正状況

○ 各除外率設定業種において平成２２年７月１日に施行された改正の状況

は以下のとおり。

９０％ → ８０％・船員等による船舶運航等の事業

７０％ → ６０％・幼稚園

６５％ → ５５％・道路旅客運送業 ・小学校

６０％ → ５０％・石炭・亜炭鉱業

５５％ → ４５％・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。）

５０％ → ４０％・金属鉱業 ・児童福祉事業

４５％ → ３５％・林業（狩猟業を除く。）

４０％ → ３０％・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関

３５％ → ２５％・港湾運送業

３０％ → ２０％
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業
・郵便業（信書便事業を含む。）

２５％ → １５％
・非鉄金属第一次製錬・精製業
・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。）

２０％ → １０％
・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。）
・その他の鉱業 ・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業

１５％ → ５％

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。） ・倉庫業
・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業
・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る。）

１０％ → ０％
・その他の運輸に附帯するサービス業（通関業、海運仲立業を除く。）
・電気業 ・郵便局

５％ → ０％
・有機化学工業製品製造業 ・石油製品・石炭製品製造業
・輸送用機械器具製造業（船舶製造・修理業及び船用機関製造業を除く。）

改正後改正前

除外率
除外率設定業種

９０％ → ８０％・船員等による船舶運航等の事業

７０％ → ６０％・幼稚園

６５％ → ５５％・道路旅客運送業 ・小学校

６０％ → ５０％・石炭・亜炭鉱業

５５％ → ４５％・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。）

５０％ → ４０％・金属鉱業 ・児童福祉事業

４５％ → ３５％・林業（狩猟業を除く。）

４０％ → ３０％・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関

３５％ → ２５％・港湾運送業

３０％ → ２０％
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業
・郵便業（信書便事業を含む。）

２５％ → １５％
・非鉄金属第一次製錬・精製業
・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。）

２０％ → １０％
・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。）
・その他の鉱業 ・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業

１５％ → ５％

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。） ・倉庫業
・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業
・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る。）

１０％ → ０％
・その他の運輸に附帯するサービス業（通関業、海運仲立業を除く。）
・電気業 ・郵便局

５％ → ０％
・有機化学工業製品製造業 ・石油製品・石炭製品製造業
・輸送用機械器具製造業（船舶製造・修理業及び船用機関製造業を除く。）

改正後改正前

除外率
除外率設定業種
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、
「雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

（障害者雇用促進法 第43条第７項）雇用状況報告（毎年６月１日の状況）

翌年１月を始期とする２年間の計画

（※）を作成するよう、公共職業安定雇入れ計画作成命令（２年計画）
所長が命令を発出

（ ）同法第46条第１項

計画の実施状況が悪い企業に対し、

適正な実施を勧告（計画１年目12月）雇入れ計画の適正実施勧告
（ ）同法第46条第６項

雇用状況の改善が特に遅れている企

業に対し、公表を前提とした特別指導特 別 指 導
を実施（計画期間終了後に９か月間）

（同法第47条）企 業 名 の 公 表

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に

対し、厚生労働省本省による直接指導も実施している。

〔指導実績〕
○ 平成２２年度の実績

＊「雇入れ計画作成命令」の発出 ３０２社
＊ 雇入れ計画の「適正実施勧告」 １４１社
＊「特別指導」の実施 ９０社

○ 雇入れ計画を実施中の企業 １，０６６社（２２年度末現在）

○ 企業名の公表
平成３年度 ４社、15年度 １社、16年度 １社、17年度 ２社、

18年度 ２社、19年度 ３社（うち１社は再公表 、20年度 ４社、）

（ ）、 （ ）21年度 ７社 うち１社は再公表 22年度 ６社 うち２社は再公表

※平成24年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から２年間に短縮している。
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平成２３年６月１日現在における障害者の雇用状況 （詳細表） 
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（

1
.3

5
)

（
9
0
8

)
（

2
4
.1

)

運
輸

業
,郵

便
業

5
,
3
9
9

1
,
3
9
1
,
7
6
2
.
0

5
,
3
6
4

4
9
3

1
1
,
7
9
3

1
,
0
2
5

2
3
,
5
2
6
.
5

1
,
9
1
7
.
0

1
.
6
9

2
,
6
5
0

4
9
.
1

〈
18

,3
86

.0
〉

〈
1.

32
〉

（
4
,6

6
8

)
（

1
,1

9
0
,6

5
4
.0

)
（

5
,0

6
1

)
（

3
9
8

)
（

1
1
,7

7
7

)
（

1
5
9

)
（

2
2
,3

7
6
.5

)
（

1
,6

7
6
.0

)
（

1
.8

8
)

（
2
,5

2
3

)
（

5
4
.0

)

卸
売

業
,小

売
業

1
2
,
5
8
8

3
,
7
5
0
,
2
2
2
.
5

1
2
,
0
9
4

1
,
9
1
5

2
4
,
6
3
2

4
,
5
3
2

5
3
,
0
0
1
.
0

5
,
1
2
2
.
0

1
.
4
1

4
,
3
8
2

3
4
.
8

（
1
2
,4

0
7

)
（

3
,4

1
7
,0

8
8
.0

)
（

1
1
,9

3
3

)
（

1
,6

5
3

)
（

2
4
,5

8
4

)
（

7
2
0

)
（

5
0
,4

6
3
.0

)
（

4
,9

9
6
.5

)
（

1
.4

8
)

（
4
,4

6
2

)
（

3
6
.0

)

1
,
3
0
0

1
,
2
0
9
,
2
3
3
.
0

5
,
7
6
3

1
4
0

9
,
1
0
3

2
2
3

2
0
,
8
8
0
.
5

1
,
7
5
0
.
5

1
.
7
3

5
1
6

3
9
.
7

〈
19

,9
87

.0
〉

〈
1.

65
〉

（
1
,3

2
0

)
（

1
,2

1
8
,6

3
5
.0

)
（

5
,7

8
8

)
（

1
2
1

)
（

9
,3

6
1

)
（

2
5

)
（

2
1
,0

7
0
.5

)
（

2
,2

0
7
.5

)
（

1
.7

3
)

（
5
5
0

)
（

4
1
.7

)

不
動

産
業

,
1
,
2
5
9

3
3
6
,
0
8
3
.
0

1
,
1
4
1

1
4
6

2
,
1
5
5

3
0
3

4
,
7
3
4
.
5

5
1
8
.
5

1
.
4
1

4
2
6

3
3
.
8

物
品

賃
貸

業
〈

（
1
,2

1
8

)
（

3
0
5
,1

9
8
.0

)
（

1
,0

5
1

)
（

1
0
6

)
（

1
,9

4
3

)
（

5
1

)
（

4
,1

7
6
.5

)
（

5
0
9
.0

)
（

1
.3

7
)

（
4
0
0

)
（

3
2
.8

)

1
,
8
5
4

5
6
3
,
3
9
1
.
0

2
,
2
1
8

2
7
2

3
,
1
8
2

7
3
4

8
,
2
5
7
.
0

5
8
3
.
5

1
.
4
7

6
0
5

3
2
.
6

〈
19

,9
87

.0
〉

〈
3.

55
〉

（
1
,8

6
2

)
（

4
8
1
,5

9
1
.0

)
（

1
,9

4
7

)
（

1
9
4

)
（

2
,5

6
9

)
（

5
8

)
（

6
,6

8
6
.0

)
（

6
3
0
.0

)
（

1
.3

9
)

（
5
9
1

)
（

3
1
.7

)

2
,
2
2
5

6
3
9
,
8
3
2
.
5

1
,
9
4
0

5
2
2

4
,
5
1
4

1
,
1
7
5

9
,
5
0
3
.
5

1
,
3
2
4
.
5

1
.
4
9

8
6
9

3
9
.
1

（
2
,1

1
5

)
（

5
3
3
,9

6
0
.0

)
（

1
,7

8
0

)
（

4
5
1

)
（

4
,3

1
8

)
（

1
6
7

)
（

8
,4

1
2
.5

)
（

9
1
9
.5

)
（

1
.5

8
)

（
9
3
8

)
（

4
4
.3

)

2
,
4
3
6

5
5
1
,
4
3
4
.
5

2
,
3
4
5

2
9
5

4
,
9
6
1

6
8
4

1
0
,
2
8
8
.
0

8
8
9
.
0

1
.
8
7

8
6
7

3
5
.
6

〈
19

,9
87

.0
〉

〈
3.

62
〉

（
2
,3

9
7

)
（

4
6
7
,2

6
7
.0

)
（

2
,1

8
0

)
（

2
4
1

)
（

4
,2

4
2

)
（

1
0
5

)
（

8
,8

9
5
.5

)
（

1
,0

4
0
.0

)
（

1
.9

0
)

（
9
1
0

)
（

3
8
.0

)

1
,
6
2
7

3
8
9
,
8
6
1
.
5

1
,
4
8
6

7
4

2
,
2
2
8

1
2
3

5
,
3
3
5
.
5

4
5
1
.
0

1
.
3
7

6
3
4

3
9
.
0

（
1
,5

6
3

)
（

3
4
3
,6

1
5
.0

)
（

1
,3

3
4

)
（

6
7

)
（

2
,0

6
4

)
（

2
8

)
（

4
,8

1
3
.0

)
（

3
8
6
.5

)
（

1
.4

0
)

（
6
4
8

)
（

4
1
.5

)

医
療

,福
祉

1
1
,
3
9
5

2
,
0
5
6
,
6
4
2
.
0

9
,
2
2
6

2
,
0
1
5

1
6
,
6
7
6

3
,
8
6
6

3
9
,
0
7
6
.
0

4
,
7
6
8
.
5

1
.
9
0

6
,
3
0
6

5
5
.
3

〈
25

,8
92

.0
〉

〈
1.

26
〉

（
1
0
,1

1
6

)
（

1
,7

1
1
,1

9
3
.0

)
（

8
,5

6
0

)
（

1
,6

1
2

)
（

1
5
,4

0
3

)
（

8
7
2

)
（

3
4
,5

7
1
.0

)
（

3
,9

2
9
.0

)
（

2
.0

2
)

（
6
,1

0
7

)
（

6
0
.4

)

8
9
8

6
3
9
,
0
8
0
.
5

2
,
4
9
3

3
4
3

5
,
7
8
5

6
0
2

1
1
,
4
1
5
.
0

1
,
6
4
0
.
5

1
.
7
9

4
3
2

4
8
.
1

（
8
8
3

)
（

5
6
7
,9

3
6
.0

)
（

2
,3

1
1

)
（

2
8
2

)
（

5
,3

6
4

)
（

1
1
0

)
（

1
0
,3

2
3
.0

)
（

1
,2

8
7
.0

)
（

1
.8

2
)

（
4
2
7

)
（

4
8
.4

)

サ
ー

ビ
ス
業

7
,
0
3
6

2
,
0
1
7
,
4
2
7
.
5

7
,
6
5
8

1
,
1
1
2

1
4
,
7
1
5

2
,
1
2
5

3
2
,
2
0
5
.
5

3
,
6
4
3
.
5

1
.
6
0

2
,
9
3
9

4
1
.
8

（
6
,5

9
3

)
（

1
,7

4
8
,0

9
4
.0

)
（

7
,0

7
7

)
（

7
9
2

)
（

1
3
,4

1
5

)
（

2
2
6

)
（

2
8
,4

7
4
.0

)
（

3
,3

9
2
.5

)
（

1
.6

3
)

（
2
,8

7
3

)
（

4
3
.6

)

注
　

１
(
1
)
①

の
表

と
同

じ
※
　
産
業
計
は
そ
の
他
分
類
不
能
の
産
業
を
含
む
。

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の
基

礎
と
な
る
労

働
者

数

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

学
術

研
究

,専
門

・
技

術
サ
ー

ビ
ス
業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス
業

,娯
楽

業

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で
あ
る
短

時
間

労
働

者

Ｃ
．
重

度
以

外
の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者

宿
泊

業
,飲

食
サ
ー

ビ
ス
業

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

① 企
業

数

金
融

業
,保

険
業

電
気

・
ガ
ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

区
分

教
育
,学

習
支
援
業

※
　
各

表
の

数
値

の
下

欄
は

平
成

２
２
年

６
月

１
日

時
点

の
数

値
で
あ
る
が

、
平

成
２
２
年

７
月

に
制

度
改

正
（
短

時
間

労
働

者
の

算
入

、
　
除

外
率

の
引

き
下

げ
等

）
が

あ
っ
た
た
め
、
本

年
と
前

年
の

数
値

を
単

純
に
比

較
す
る
こ
と
は

適
当

で
は

な
い
状

況
で
あ
る
。

⑥ 法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

⑤ 法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の
数

④ 実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

Ｅ
．
　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

Ｆ
．
う
ち
新

規
雇

用
分

Ｄ
.重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ
る
短

時
間

労
働

者

③
　
障

害
者

の
数
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②
　

障
害

種
別

雇
用

状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

産
業
計

3
6
6
,
1
9
9
.
0

7
9
,
3
7
4

6
,
4
0
6

1
1
5
,
3
1
8

7
,
9
1
2

2
8
4
,
4
2
8
.
0

2
0
,
3
3
3
.
0

1
2
,
9
5
1

2
,
2
5
0

3
7
,
8
4
4

5
,
5
0
2

6
8
,
7
4
7
.
0

8
,
0
9
9
.
0

1
1
,
0
3
8

3
,
9
7
2

1
3
,
0
2
4
.
0

3
,
1
9
0
.
5

（
3
4
2
,
9
7
3
.
5
)

（
7
6
,
5
7
5
）

（
5
,
0
0
7
）

（
1
1
3
,
6
3
8
）

（
0
）

（
2
7
1
,
7
9
5
.
0

）
（

2
0
,
2
3
0
.
0

）
（

1
1
,
8
3
6

1
,
9
2
9

3
5
,
6
3
6
）

0
）

（
6
1
,
2
3
7
.
0

）
（

7
,
0
6
0
.
0

）
（

8
,
5
4
2

2
,
7
9
9

）
（

9
,
9
4
1
.
5
）

（
2
,
3
0
7
.
0
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

農
、
林
、
漁
業

4
6
0
.
5

5
8

7
1
5
5

8
2
8
2
.
0

2
5

1
1
0
9

5
1
6
2
.
5

1
3

6
1
6
.
0

（
4
0
5
.
0
)

（
4
9
)

（
4
)

（
1
5
7
)

（
－

)
（

2
5
9
.
0

)
（

1
6
)

（
1
)

（
1
0
4
)

（
－

)
（

1
3
7
.
0

)
（

8
)

（
2

)
（

9
.
0
)

1
3
0
.
0

2
9

3
6
3

2
1
2
5
.
0

1
0

1
0

3
.
0

2
0

2
.
0

（
1
3
0
.
0
)

（
3
4
)

（
1
)

（
5
7
)

（
－

)
（

1
2
6
.
0

)
（

0
)

（
0
)

（
4
)

（
－

)
（

4
.
0

)
（

0
)

（
0

)
（

0
.
0
)

建
設
業

8
,
8
8
6
.
5

2
,
5
1
6

5
4

3
,
3
2
1

5
1

8
,
4
3
2
.
5

5
5

2
1
6
1

5
2
7
5
.
5

1
7
2

1
3

1
7
8
.
5

（
8
,
4
6
7
.
0
)

（
2
,
4
1
0
)

（
3
6
)

（
3
,
2
2
9
)

（
－

)
（

8
,
0
8
5
.
0

)
（

5
1
)

（
3
)

（
1
2
5
)

（
－

)
（

2
3
0
.
0

)
（

1
4
6
)

（
1
2

)
（

1
5
2
.
0
)

製
造
業

1
1
6
,
6
6
3
.
5

2
7
,
6
3
1

7
9
2

3
6
,
7
2
3

9
3
8

9
3
,
2
4
6
.
0

4
,
0
3
8

2
7
5

1
2
,
2
2
6

5
0
9

2
0
,
8
3
1
.
5

2
,
4
5
8

2
5
6

2
,
5
8
6
.
0

（
1
1
3
,
1
6
5
.
0
)

（
2
7
,
1
6
9
)

（
5
9
3
)

（
3
6
,
6
0
0
)

（
－

)
（

9
1
,
5
3
1
.
0

)
（

3
,
7
7
2
)

（
2
2
9
)

（
1
1
,
7
6
5
)

（
－

)
（

1
9
,
5
3
8
.
0

)
（

1
,
9
8
6
)

（
2
2
0

)
（

2
,
0
9
6
.
0
)

4
,
1
8
1
.
0

1
,
0
8
5

2
2

1
,
7
1
3

1
9

3
,
9
1
4
.
5

4
0

1
1
1
6

2
1
9
8
.
0

6
7

3
6
8
.
5

（
3
,
9
9
5
.
0
)

（
1
,
0
4
4
)

（
1
1
)

（
1
,
6
6
5
)

（
－

)
（

3
,
7
6
4
.
0

)
（

3
4
)

（
1
)

（
1
0
1
)

（
－

)
（

1
7
0
.
0

)
（

5
9
)

（
4

)
（

6
1
.
0
)

情
報
通
信
業

1
7
,
4
6
6
.
5

4
,
8
6
6

1
5
6

5
,
8
0
1

1
0
7

1
5
,
7
4
2
.
5

1
8
8

1
0

3
9
9

8
7
8
9
.
0

9
0
4

6
2

9
3
5
.
0

（
1
6
,
5
5
0
.
0
)

（
4
,
6
8
6
)

（
1
3
6
)

（
5
,
7
2
9
)

（
－

)
（

1
5
,
2
3
7
.
0

)
（

1
2
4
)

（
4
)

（
3
5
1
)

（
－

)
（

6
0
3
.
0

)
（

6
9
0
)

（
4
0

)
（

7
1
0
.
0
)

運
輸
業
,郵

便
業

2
3
,
5
2
6
.
5

4
,
6
7
8

3
8
9

9
,
3
4
2

6
3
7

1
9
,
4
0
5
.
5

6
8
6

1
0
4

1
,
8
4
0

2
2
2

3
,
4
2
7
.
0

6
1
1

1
6
6

6
9
4
.
0

（
2
2
,
3
7
6
.
5
)

（
4
,
4
5
0
)

（
3
0
5
)

（
9
,
2
3
6
)

（
－

)
（

1
8
,
4
4
1
.
0

)
（

6
1
1
)

（
9
3
)

（
2
,
0
8
4
)

（
－

)
（

3
,
3
9
9
.
0

)
（

4
5
7
)

（
1
5
9

)
（

5
3
6
.
5
)

卸
売
業
,小

売
業

5
3
,
0
0
1
.
0

1
0
,
0
4
3

1
,
4
6
4

1
4
,
4
9
5

1
,
8
8
2

3
6
,
9
8
6
.
0

2
,
0
5
1

4
5
1

8
,
1
5
6

1
,
5
0
8

1
3
,
4
6
3
.
0

1
,
9
8
1

1
,
1
4
2

2
,
5
5
2
.
0

（
5
0
,
4
6
3
.
0
)

（
9
,
9
5
5
)

（
1
,
2
3
5
)

（
1
4
,
8
8
4
)

（
－

)
（

3
6
,
0
2
9
.
0

)
（

1
,
9
7
8
)

（
4
1
8
)

（
8
,
1
4
0
)

（
－

)
（

1
2
,
5
1
4
.
0

)
（

1
,
5
6
0
)

（
7
2
0

)
（

1
,
9
2
0
.
0
)

2
0
,
8
8
0
.
5

5
,
6
5
3

1
3
8

8
,
4
8
3

1
9
2

2
0
,
0
2
3
.
0

1
1
0

2
2
7
5

4
4
9
9
.
0

3
4
5

2
7

3
5
8
.
5

（
2
1
,
0
7
0
.
5
)

（
5
,
6
9
9
)

（
1
1
8
)

（
8
,
8
1
0
)

（
－

)
（

2
0
,
3
2
6
.
0

)
（

8
9
)

（
3
)

（
2
4
1
)

（
－

)
（

4
2
2
.
0

)
（

3
1
0
)

（
2
5

)
（

3
2
2
.
5
)

不
動
産
業
,物

品
賃
貸
業

4
,
7
3
4
.
5

1
,
0
0
8

1
1
8

1
,
5
4
9

1
6
2

3
,
7
6
4
.
0

1
3
3

2
8

4
5
7

5
8

7
8
0
.
0

1
4
9

8
3

1
9
0
.
5

（
4
,
1
7
6
.
5
)

（
9
5
7
)

（
8
3
)

（
1
,
4
5
9
)

（
－

)
（

3
,
4
5
6
.
0

)
（

9
4
)

（
2
3
)

（
3
8
7
)

（
－

)
（

5
9
8
.
0

)
（

9
7
)

（
5
1

)
（

1
2
2
.
5
)

8
,
2
5
7
.
0

2
,
0
8
0

2
2
1

2
,
5
3
3

2
9
8

7
,
0
6
3
.
0

1
3
8

5
1

4
1
1

3
2
9

9
0
2
.
5

2
3
8

1
0
7

2
9
1
.
5

（
6
,
6
8
6
.
0
)

（
1
,
8
3
4
)

（
1
6
7
)

（
2
,
1
1
5
)

（
－

)
（

5
,
9
5
0
.
0

)
（

1
1
3
)

（
2
7
)

（
2
9
7
)

（
－

)
（

5
5
0
.
0

)
（

1
5
7
)

（
5
8

)
（

1
8
6
.
0
)

宿
泊

業
,飲

食
サ
ー

ビ
ス
業

9
,
5
0
3
.
5

1
,
2
5
2

3
2
1

1
,
9
8
1

4
0
2

5
,
0
0
7
.
0

6
8
8

2
0
1

2
,
2
3
5

5
4
4

4
,
0
8
4
.
0

2
9
8

2
2
9

4
1
2
.
5

（
8
,
4
1
2
.
5
)

（
1
,
1
3
3
)

（
2
7
1
)

（
2
,
0
3
6
)

（
－

)
（

4
,
5
7
3
.
0

)
（

6
4
7
)

（
1
8
0
)

（
2
,
0
8
4
)

（
－

)
（

3
,
5
5
8
.
0

)
（

1
9
8
)

（
1
6
7

)
（

2
8
1
.
5
)

1
0
,
2
8
8
.
0

1
,
3
2
9

2
1
2

2
,
1
6
6

2
8
9

5
,
1
8
0
.
5

1
,
0
1
6

8
3

2
,
4
4
1

2
1
1

4
,
6
6
1
.
5

3
5
4

1
8
4

4
4
6
.
0

（
8
,
8
9
5
.
5
)

（
1
,
2
4
1
)

（
1
6
7
)

（
1
,
9
7
4
)

（
－

)
（

4
,
6
2
3
.
0

)
（

9
3
9
)

（
7
4
)

（
1
,
9
8
2
)

（
－

)
（

3
,
9
3
4
.
0

)
（

2
8
6
)

（
1
0
5

)
（

3
3
8
.
5
)

5
,
3
3
5
.
5

1
,
3
8
2

6
3

1
,
8
8
0

7
9

4
,
7
4
6
.
5

1
0
4

1
1

2
3
2

1
0

4
5
6
.
0

1
1
6

3
4

1
3
3
.
0

（
4
,
8
1
3
.
0
)

（
1
,
2
5
4
)

（
5
1

)
（

1
,
7
8
9

)
（

－
)
（

4
,
3
4
8
.
0

)
（

8
0

)
（

1
6

)
（

1
9
0

)
（

－
)
（

3
6
6
.
0

)
（

8
5
)

（
2
8

)
（

9
9
.
0
)

医
療
,福

祉
3
9
,
0
7
6
.
0

7
,
3
7
9

1
,
2
4
0

1
0
,
6
9
3

1
,
1
1
0

2
7
,
2
4
6
.
0

1
,
8
4
7

7
7
5

4
,
6
6
9

1
,
5
7
1

9
,
9
2
3
.
5

1
,
3
1
4

1
,
1
8
5

1
,
9
0
6
.
5

（
3
4
,
5
7
1
.
0
)

（
6
,
8
3
9
)

（
9
2
3
)

（
1
0
,
0
4
5
)

（
－

)
（

2
4
,
6
4
6
.
0

)
（

1
,
7
2
1
)

（
6
8
9
)

（
4
,
3
6
6
)

（
－

)
（

8
,
4
9
7
.
0

)
（

9
9
2
)

（
8
7
2

)
（

1
,
4
2
8
.
0
)

1
1
,
4
1
5
.
0

2
,
2
2
2

3
0
1

4
,
0
0
8

3
8
0

8
,
9
4
3
.
0

2
7
1

4
2

9
0
6

6
6

1
,
5
2
3
.
0

8
7
1

1
5
6

9
4
9
.
0

（
1
0
,
3
2
3
.
0
)

（
2
,
0
8
2
)

（
2
5
4

)
（

3
,
8
8
1

)
（

－
)
（

8
,
2
9
9
.
0

)
（

2
2
9

)
（

2
8

)
（

7
8
6

)
（

－
)
（

1
,
2
7
2
.
0

)
（

6
9
7
)

（
1
1
0

)
（

7
5
2
.
0
)

サ
ー
ビ
ス
業

3
2
,
2
0
5
.
5

6
,
1
0
2

9
0
0

1
0
,
3
6
6

1
,
3
5
6

2
4
,
1
4
8
.
0

1
,
5
5
6

2
1
2

3
,
2
0
7

4
5
0

6
,
7
5
6
.
0

1
,
1
4
2

3
1
9

1
,
3
0
1
.
5

（
2
8
,
4
7
4
.
0
)

（
5
,
7
3
9
)

（
6
5
2
)

（
9
,
9
7
2
)

（
－

)
（

2
2
,
1
0
2
.
0

)
（

1
,
3
3
8
)

（
1
4
0
)

（
2
,
6
2
9
)

（
－

)
（

5
,
4
4
5
.
0

)
（

8
1
4
)

（
2
2
6

)
（

9
2
7
.
0
)

注
　

１
(
1
)
②

の
表

と
同

じ

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

ｃ
．
重
度
以
外
の
身

体
障
害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
×

0
.5

鉱
業
,採

石
業
,砂

利
採

取
業

学
術
研
究
,専

門
・
技
術

サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,

娯
楽
業

ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的
障
害

者
b
．
　
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

④
精
神
障
害
者
の
数

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用

分

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ

×
0
.5

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用

分

ｃ
.精

神
障
害
者

ｄ
．
精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

教
育
・
学
習
支
援
業

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用

分

区
分

① 障
害
者
の
数

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水

道
業

金
融
業
,保

険
業

b
．
　
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

②
身
体
障
害
者
の
数

ａ
.重

度
身
体
障
害

者
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③
　

製
造

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（

概
況

）

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

製
造
業
計

2
0
,
4
8
0

6
,
5
7
4
,
5
6
8
.
5

3
1
,
6
6
9

1
,
0
6
7

5
1
,
4
0
7

1
,
7
0
3

1
1
6
,
6
6
3
.
5

6
,
7
5
8
.
0

1
.
7
7

1
1
,
0
7
8

5
4
.
1

〈
11

0,
12

7.
0

〉
〈

1.
68

〉

(
2
0
,
2
6
7
)

(
6
,
3
6
4
,
4
2
6
.
0

)
(

3
0
,
9
4
1
)

(
8
2
2
)

(
5
0
,
3
5
1
)

(
2
2
0
)

(
1
1
3
,
1
6
5
.
0
)

(
6
,
3
9
8
.
0
)

(
1
.
7
8
)

(
1
1
,
1
1
6
)

(
5
4
.
8

)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

食
料
品
・
た
ば
こ

3
,
2
6
6

8
4
8
,
6
3
4
.
5

3
,
3
4
3

3
4
5

8
,
8
3
9

7
0
1

1
6
,
2
2
0
.
5

1
,
0
3
2
.
0

1
.
9
1

1
,
9
7
8

6
0
.
6

〈
13

,9
83

.0
〉

〈
1.

65
〉

(
3
,
2
3
1
)

(
7
8
8
,
0
8
6
.
0

)
(

3
,
2
2
3
)

(
2
5
3
)

(
8
,
6
9
1
)

(
7
8
)

(
1
5
,
4
2
9
.
0
)

(
1
,
0
0
1
.
0
)

(
1
.
9
6
)

(
2
,
0
4
1
)

(
6
3
.
2

)

繊
維
・
衣
服

8
4
9

1
5
3
,
0
1
3
.
5

7
2
8

4
5

1
,
4
4
7

7
6

2
,
9
8
6
.
0

1
5
9
.
5

1
.
9
5

5
4
1

6
3
.
7

(
8
4
5
)

(
1
5
0
,
2
3
6
.
0

)
(

7
1
8
)

(
2
6
)

(
1
,
4
7
5
)

(
1
1
)

(
2
,
9
4
2
.
5
)

(
1
3
4
.
5
)

(
1
.
9
6
)

(
5
3
2
)

(
6
3
.
0

)

木
材
・
家
具

4
0
2

7
2
,
2
1
9
.
5

3
2
1

1
4

7
4
6

1
2

1
,
4
0
8
.
0

7
5
.
0

1
.
9
5

2
6
0

6
4
.
7

〈
1,

48
6.

0
〉

〈
2.

06
〉

(
4
0
1
)

(
7
6
,
7
1
4
.
0

)
(

3
7
2
)

(
8
)

(
7
7
4
)

(
0
)

(
1
,
5
2
6
.
0
)

(
8
8
.
0
)

(
1
.
9
9
)

(
2
6
3
)

(
6
5
.
6

)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

1
,
6
1
7

3
2
5
,
5
1
3
.
0

1
,
4
0
4

7
1

2
,
5
8
3

8
4

5
,
5
0
4
.
0

3
1
4
.
5

1
.
6
9

8
4
2

5
2
.
1

(
1
,
6
3
0
)

(
3
2
8
,
0
3
6
.
0

)
(

1
,
4
4
1
)

(
5
3
)

(
2
,
6
2
8
)

(
1
2
)

(
5
,
5
6
9
.
0
)

(
3
3
8
.
0
)

(
1
.
7
0
)

(
8
9
4
)

(
5
4
.
8

)

化
学
工
業

2
,
1
4
7

8
0
4
,
0
5
0
.
5

3
,
7
1
5

1
2
1

6
,
0
2
2

1
2
8

1
3
,
6
3
7
.
0

8
7
4
.
5

1
.
7
0

1
,
0
0
9

4
7
.
0

〈
12

,1
90

.0
〉

〈
1.

52
〉

(
2
,
1
2
1
)

(
7
8
3
,
7
2
0
.
0

)
(

3
,
6
2
2
)

(
1
0
6
)

(
5
,
9
3
5
)

(
2
0
)

(
1
3
,
2
9
5
.
0
)

(
8
2
6
.
5
)

(
1
.
7
0
)

(
1
,
0
0
9
)

(
4
7
.
6

)

窯
業
・
土
石

5
6
9

1
2
5
,
2
5
4
.
5

5
2
9

1
2

1
,
0
9
3

3
2

2
,
1
7
9
.
0

1
1
5
.
0

1
.
7
4

3
1
5

5
5
.
4

(
5
7
3
)

(
1
3
2
,
9
3
8
.
0

)
(

5
6
5
)

(
1
4
)

(
1
,
1
3
1
)

(
1
)

(
2
,
2
7
5
.
5
)

(
1
0
8
.
5
)

(
1
.
7
1
)

(
3
1
1
)

(
5
4
.
3

)

鉄
鋼

4
4
6

1
6
4
,
8
8
6
.
5

6
8
7

1
5

1
,
3
6
7

3
0

2
,
7
7
1
.
0

1
6
6
.
5

1
.
6
8

2
4
7

5
5
.
4

〈
2,

59
7.

0
〉

〈
1.

58
〉

(
3
9
2
)

(
1
4
2
,
2
8
9
.
0

)
(

6
3
8
)

(
1
6
)

(
1
,
2
6
1
)

(
2
)

(
2
,
5
5
4
.
0
)

(
9
2
.
0
)

(
1
.
7
9
)

(
2
4
6
)

(
6
2
.
8

)

非
鉄
金
属

3
9
7

1
2
7
,
4
7
7
.
5

5
9
4

1
3

9
5
6

2
1

2
,
1
6
7
.
5

1
4
8
.
0

1
.
7
0

2
0
3

5
1
.
1

(
3
7
1
)

(
1
1
5
,
9
0
2
.
0

)
(

5
6
5
)

(
1
2
)

(
9
1
2
)

(
3
)

(
2
,
0
5
5
.
5
)

(
1
1
6
.
0
)

(
1
.
7
7
)

(
2
1
5
)

(
5
8
.
0

)

金
属
製
品

1
,
6
3
6

2
8
7
,
7
6
2
.
5

1
,
2
7
8

4
2

2
,
4
0
8

5
9

5
,
0
3
5
.
5

2
9
1
.
5

1
.
7
5

8
8
3

5
4
.
0

〈
5,

21
2.

0
〉

〈
1.

81
〉

(
1
,
5
9
4
)

(
2
7
0
,
8
9
6
.
0

)
(

1
,
1
4
3
)

(
3
4
)

(
2
,
3
7
0
)

(
7
)

(
4
,
6
9
3
.
5
)

(
2
1
0
.
5
)

(
1
.
7
3
)

(
8
8
6
)

(
5
5
.
6

)

電
気
機
械

2
,
1
1
5

1
,
0
7
8
,
5
4
5
.
0

6
,
2
8
7

1
1
2

7
,
3
1
3

1
5
9

2
0
,
0
7
8
.
5

9
2
8
.
5

1
.
8
6

1
,
1
5
9

5
4
.
8

(
2
,
0
9
6
)

(
1
,
0
5
6
,
3
7
3
.
0

)
(

6
,
1
8
5
)

(
6
6
)

(
6
,
9
8
5
)

(
1
6
)

(
1
9
,
4
2
9
.
0
)

(
8
6
1
.
5
)

(
1
.
8
4
)

(
1
,
1
2
9
)

(
5
3
.
9

)

そ
の
他
機
械

4
,
8
4
9

1
,
9
1
4
,
7
1
6
.
0

9
,
5
6
7

1
9
8

1
3
,
6
0
4

2
7
3

3
3
,
0
7
2
.
5

1
,
9
8
6
.
5

1
.
7
3

2
,
5
0
8

5
1
.
7

〈
30

,3
16

.0
〉

〈
1.

58
〉

(
4
,
8
5
5
)

(
1
,
8
6
7
,
8
0
9
.
0

)
(

9
,
3
4
3
)

(
1
6
1
)

(
1
3
,
4
3
5
)

(
5
0
)

(
3
2
,
3
0
7
.
0
)

(
1
,
9
2
9
.
5
)

(
1
.
7
3
)

(
2
,
5
0
4
)

(
5
1
.
6

)

そ
の
他

2
,
1
8
7

6
7
2
,
4
9
5
.
5

3
,
2
1
6

7
9

5
,
0
2
9

1
2
8

1
1
,
6
0
4
.
0

6
6
6
.
5

1
.
7
3

1
,
1
3
3

5
1
.
8

(
2
,
1
5
8
)

(
6
5
1
,
4
2
7
.
0

)
(

3
,
1
2
6
)

(
7
3
)

(
4
,
7
5
4
)

(
2
0
)

(
1
1
,
0
8
9
.
0
)

(
6
9
2
.
0
)

(
1
.
7
0
)

(
1
,
0
8
6
)

(
5
0
.
3

)

注
 
１

(
1
)
①

の
表

と
同

じ

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

⑤ 法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
1
0
0

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇
用

分

Ａ
.重

度
身
体

障
害
者
及
び
重

度
知
的
障
害
者

Ｂ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者

Ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
、
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者

Ｄ
.重

度
以
外
の
身

体
障
害
者
及
び
知

的
障
害
者
並
び
に

精
神
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な
る

労
働
者
数

① 企
業
数

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

×
0
.5

③
　
障
害
者
の
数
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④
　

製
造

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（

障
害

種
別

）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

製
造
業
計

1
1
6
,
6
6
3
.
5

2
7
,
6
3
1

7
9
2

3
6
,
7
2
3

9
3
8

9
3
,
2
4
6
.
0

4
,
0
3
8

2
7
5

1
2
,
2
2
6

5
0
9

2
0
,
8
3
1
.
5

2
,
4
5
8

2
5
6

2
,
5
8
6
.
0

（
1
1
3
,
1
6
5
.
0
)

（
2
7
,
1
6
9
)

（
5
9
3
)

（
3
6
,
6
0
0
)

（
0
）

（
9
1
,
5
3
1
.
0

)
（

3
,
7
7
2
)

（
2
2
9
)

（
1
1
,
7
6
5
)

（
0
）

（
1
9
,
5
3
8
.
0

)
（

1
,
9
8
6
)

（
2
2
0
)

（
2
,
0
9
6
.
0

)

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

食
料
品
・
た
ば
こ

1
6
,
2
2
0
.
5

2
,
2
4
8

2
2
1

4
,
3
3
7

3
0
5

9
,
2
0
6
.
5

1
,
0
9
5

1
2
4

4
,
1
7
3

3
1
0

6
,
6
4
2
.
0

3
2
9

8
6

3
7
2
.
0

（
1
5
,
4
2
9
.
0
)

（
2
,
1
5
9
)

（
1
5
2
)

(
4
,
3
4
6
)

（
－

)
（

8
,
8
1
6
.
0

)
（

1
,
0
6
4

(
1
0
1
)

(
4
,
0
6
9
)

（
－

)
（

6
,
2
9
8
.
0

)
（

2
7
6
)

（
7
8
)

（
3
1
5
.
0

)

繊
維
工
業

2
,
9
8
6
.
0

6
0
9

4
2

9
8
0

4
4

2
,
2
6
2
.
0

1
1
9

3
4
0
5

2
3

6
5
7
.
5

6
2

9
6
6
.
5

（
2
,
9
4
2
.
5
)

（
5
9
8
)

（
2
5
)

（
1
,
0
0
2
)

（
－

)
（

2
,
2
2
3
.
0

)
（

1
2
0
)

（
1
)

（
4
2
7
)

（
－

)
（

6
6
8
.
0

)
（

4
6
)

（
1
1
)

（
5
1
.
5

)

木
材
・
家
具

1
,
4
0
8
.
0

2
9
5

1
3

5
2
6

5
1
,
1
3
1
.
5

2
6

1
1
9
2

5
2
4
7
.
5

2
8

2
2
9
.
0

（
1
,
5
2
6
.
0
)

（
3
4
2
)

（
3
)

（
5
4
3
)

（
－

)
（

1
,
2
3
0
.
0

)
（

3
0
)

（
5
)

（
2
0
1
)

（
－

)
（

2
6
6
.
0

)
（

3
0
)

（
0
)

（
3
0
.
0

)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

5
,
5
0
4
.
0

1
,
2
7
4

5
2

1
,
8
8
9

4
8

4
,
5
1
3
.
0

1
3
0

1
9

5
8
4

2
4

8
7
5
.
0

1
1
0

1
2

1
1
6
.
0

（
5
,
5
6
9
.
0
)

（
1
,
3
1
0
)

（
4
3
)

（
1
,
9
8
5
)

（
－

)
（

4
,
6
4
8
.
0

)
（

1
3
1
)

（
1
0
)

（
5
6
0
)

（
－

)
（

8
3
2
.
0

)
（

8
3
)

（
1
2
)

（
8
9
.
0

)

化
学
工
業

1
3
,
6
3
7
.
0

3
,
1
0
4

7
6

4
,
7
5
0

6
9

1
1
,
0
6
8
.
5

6
1
1

4
5

1
,
0
2
1

2
6

2
,
3
0
1
.
0

2
5
1

3
3

2
6
7
.
5

（
1
3
,
2
9
5
.
0
)

（
3
,
1
0
3
)

（
6
6
)

（
4
,
7
4
3
)

（
－

)
（

1
1
,
0
1
5
.
0

)
（

5
1
9
)

（
4
0
)

（
9
7
9
)

（
－

)
（

2
,
0
5
7
.
0

)
（

2
1
3
)

（
2
0
)

（
2
2
3
.
0

)

窯
業
・
土
石

2
,
1
7
9
.
0

4
4
9

9
8
1
8

2
0

1
,
7
3
5
.
0

8
0

3
2
3
6

8
4
0
3
.
0

3
9

4
4
1
.
0

（
2
,
2
7
5
.
5
)

（
4
8
8
)

（
1
0
)

（
8
4
1
)

（
－

)
（

1
,
8
2
7
.
0

)
（

7
7
)

（
4
)

（
2
6
0
)

（
－

)
（

4
1
8
.
0

)
（

3
0
)

（
1
)

（
3
0
.
5

)

鉄
鋼

2
,
7
7
1
.
0

6
4
3

1
5

1
,
1
8
1

2
7

2
,
4
9
5
.
5

4
4

0
1
2
4

1
2
1
2
.
5

6
2

2
6
3
.
0

（
2
,
5
5
4
.
0
)

（
5
9
5
)

（
1
6
)

（
1
,
1
1
2
)

（
－

)
（

2
,
3
1
8
.
0

)
（

4
3
)

（
0
)

（
1
0
6
)

（
－

)
（

1
9
2
.
0

)
（

4
3
)

（
2
)

（
4
4
.
0

)

非
鉄
金
属

2
,
1
6
7
.
5

4
9
1

1
2

7
0
2

1
5

1
,
7
0
3
.
5

1
0
3

1
2
0
0

5
4
0
9
.
5

5
4

1
5
4
.
5

（
2
,
0
5
5
.
5
)

（
4
7
3
)

（
1
1
)

（
6
9
9
)

（
－

)
（

1
,
6
5
6
.
0

)
（

9
2
)

（
1
)

（
1
7
3
)

（
－

)
（

3
5
8
.
0

)
（

4
0
)

（
3
)

（
4
1
.
5

)

金
属
製
品

5
,
0
3
5
.
5

1
,
0
1
6

3
2

1
,
6
7
2

3
8

3
,
7
5
5
.
0

2
6
2

1
0

6
4
9

8
1
,
1
8
7
.
0

8
7

1
3

9
3
.
5

（
4
,
6
9
3
.
5
)

（
9
0
2
)

（
3
1
)

（
1
,
6
5
1
)

（
－

)
（

3
,
4
8
6
.
0

)
（

2
4
1
)

（
3
)

（
6
4
9
)

（
－

)
（

1
,
1
3
4
.
0

)
（

7
0
)

（
7
)

（
7
3
.
5

)

電
気
機
械

2
0
,
0
7
8
.
5

5
,
8
3
4

8
6

5
,
7
3
8

9
5

1
7
,
5
3
9
.
5

4
5
3

2
6

1
,
1
3
6

3
1

2
,
0
8
3
.
5

4
3
9

3
3

4
5
5
.
5

（
1
9
,
4
2
9
.
0
)

（
5
,
7
7
9
)

（
4
5
)

（
5
,
5
8
2
)

（
－

)
（

1
7
,
1
8
5
.
0

)
（

4
0
6
)

（
2
1
)

（
1
,
0
6
7
)

（
－

)
（

1
,
9
0
0
.
0

)
（

3
3
6
)

（
1
6
)

（
3
4
4
.
0

)

そ
の
他
機
械

3
3
,
0
7
2
.
5

8
,
8
4
5

1
7
4

1
0
,
4
6
9

1
9
9

2
8
,
4
3
2
.
5

7
2
2

2
4

2
,
4
3
9

3
0

3
,
9
2
2
.
0

6
9
6

4
4

7
1
8
.
0

（
3
2
,
3
0
7
.
0
)

（
8
,
6
7
1
)

（
1
3
5
)

（
1
0
,
5
5
9
)

（
－

)
（

2
8
,
0
3
6
.
0

)
（

6
7
2
)

（
2
6
)

（
2
,
3
0
6
)

（
－

)
（

3
,
6
7
6
.
0

)
（

5
7
0
)

（
5
0
)

（
5
9
5
.
0

)

そ
の
他

1
1
,
6
0
4
.
0

2
,
8
2
3

6
0

3
,
6
6
1

7
3

9
,
4
0
3
.
5

3
9
3

1
9

1
,
0
6
7

3
8

1
,
8
9
1
.
0

3
0
1

1
7

3
0
9
.
5

（
1
1
,
0
8
9
.
0
)

（
2
,
7
4
9
)

（
5
6
)

（
3
,
5
3
7
)

（
－

)
（

9
,
0
9
1
.
0

)
（

3
7
7
)

（
1
7
)

（
9
6
8
)

（
－

)
（

1
,
7
3
9
.
0

)
（

2
4
9
)

（
2
0
)

（
2
5
9
.
0

)

注
　

１
(
1
)
②

の
表

と
同

じ

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ
.精

神
障
害
者

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

b
．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的
障
害

者
b
．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ

×
0
.5

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
×

0
.5

区
分

②
身
体
障
害
者
の
数

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

① 障
害
者
の
数

ａ
.重

度
身
体
障
害

者
ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者
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(
4
)
 
民

間
企

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
の

推
移

(
各
年
６
月
１
日
現
在
)

対
前

年
増

減
対

前
年

増
減

対
前

年
増

減

昭
和

5
4

年
1
2
8
,
4
9
3

1
.
1
2

5
2
.
0

5
5

1
3
5
,
2
2
8

6
,
7
3
5

1
.
1
3

0
.
0
1

5
1
.
6

△
 
0
.
4

5
6

1
4
4
,
7
1
3

9
,
4
8
5

1
.
1
8

0
.
0
5

5
3
.
4

1
.
8

5
7

1
5
2
,
6
0
3

7
,
8
9
0

1
.
2
2

0
.
0
4

5
3
.
8

0
.
4

5
8

1
5
5
,
5
1
5

2
,
9
1
2

1
.
2
3

0
.
0
1

5
3
.
5

△
 
0
.
3

5
9

1
5
9
,
9
0
9

4
,
3
9
4

1
.
2
5

0
.
0
2

5
3
.
6

0
.
1

6
0

1
6
8
,
2
7
6

8
,
3
6
7

1
.
2
6

0
.
0
1

5
3
.
5

△
 
0
.
1

6
1

1
7
0
,
2
4
7

1
,
9
7
1

1
.
2
6

0
.
0
0

5
3
.
8

0
.
3

注
１

6
2

1
7
1
,
8
8
0

1
,
6
3
3

1
.
2
5

△
 
0
.
0
1

5
3
.
0

△
 
0
.
8

　
障

害
者

の
数

と
は

、
次

に
掲

げ
る

者
の

合
計

で
あ

る
。

6
3

1
8
7
,
1
1
5

1
5
,
2
3
5

1
.
3
1

0
.
0
6

5
1
.
5

△
 
1
.
5

～
昭

和
6
2
年

(
1
7
7
,
7
0
8

)
(

5
,
8
2
8
)
(

1
.
2
5

)
(

0
.
0
0
)

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

平
成

元
年

1
9
5
,
2
7
6

8
,
1
6
1

1
.
3
2

0
.
0
1

5
1
.
6

0
.
1

昭
和

6
3
年

～
平

成
４

年

2
2
0
3
,
6
3
4

8
,
3
5
8

1
.
3
2

0
.
0
0

5
2
.
2

0
.
6

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

3
2
1
4
,
8
1
4

1
1
,
1
8
0

1
.
3
2

0
.
0
0

5
1
.
8

△
 
0
.
4

知
的

障
害

者

4
2
2
9
,
6
2
7

1
4
,
8
1
3

1
.
3
6

0
.
0
4

5
1
.
9

0
.
1

平
成

５
年

～
平

成
1
7
年

5
2
4
0
,
9
8
5

1
1
,
3
5
8

1
.
4
1

0
.
0
5

5
1
.
4

△
 
0
.
5

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

(
2
3
7
,
6
2
1

)
(

7
,
9
9
4
)
(

1
.
3
9

)
(

0
.
0
3
)

知
的

障
害

者
（

重
度

知
的

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

6
2
4
5
,
3
4
8

4
,
3
6
3

1
.
4
4

0
.
0
3

5
0
.
4

△
 
1
.
0

重
度

身
体

障
害

者
又

は
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

7
2
4
7
,
0
7
7

1
,
7
2
9

1
.
4
5

0
.
0
1

5
0
.
6

0
.
2

平
成

1
8
年

8
2
4
7
,
9
8
2

9
0
5

1
.
4
7

0
.
0
2

5
0
.
5

△
 
0
.
1

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

9
2
5
0
,
0
3
0

2
,
0
4
8

1
.
4
7

0
.
0
0

5
0
.
2

△
 
0
.
3

知
的

障
害

者
（

重
度

知
的

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

1
0

2
5
1
,
4
4
3

1
,
4
1
3

1
.
4
8

0
.
0
1

5
0
.
1

△
 
0
.
1

精
神
障
害
者
、

1
1

2
5
4
,
5
6
2

3
,
1
1
9

1
.
4
9

0
.
0
1

4
4
.
7

△
 
5
.
4

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
又

は
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

(
2
4
9
,
9
2
0

)
(

△
 
1
,
5
2
3
)
(

1
.
4
8

)
(

0
.
0
0
)

（
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
0
.5
カ
ウ
ン
ト
）

1
2

2
5
2
,
8
3
6

△
 
1
,
7
2
6

1
.
4
9

0
.
0
0

4
4
.
3

△
 
0
.
4

平
成

2
3
年

1
3

2
5
2
,
8
7
0

3
4

1
.
4
9

0
.
0
0

4
3
.
7

△
 
0
.
6

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

1
4

2
4
6
,
2
8
4

△
 
6
,
5
8
6

1
.
4
7

△
 
0
.
0
2

4
2
.
5

△
 
1
.
2

知
的

障
害

者
（

重
度

知
的

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

1
5

2
4
7
,
0
9
3

8
0
9

1
.
4
8

0
.
0
1

4
2
.
5

0
.
0

精
神
障
害
者
、

1
6

2
5
7
,
9
3
9

1
0
,
8
4
6

1
.
4
6

△
 
0
.
0
2

4
1
.
7

△
 
0
.
8

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
、

重
度

以
外

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ

る

1
7

2
6
9
,
0
6
6

1
1
,
1
2
7

1
.
4
9

0
.
0
3

4
2
.
1

0
.
4

短
時
間
労
働
者
（
重
度
以
外
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
並
び
に
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
0
.5
カ
ウ
ン
ト
）

1
8

2
8
3
,
7
5
0
.
5

1
4
,
6
8
4
.
5

1
.
5
2

0
.
0
3

4
3
.
4

1
.
3

(
2
8
1
,
8
3
3

)
(

1
2
,
7
6
7
)
(

1
.
5
1

)
(

0
.
0
2
)

注
２

1
9

3
0
2
,
7
1
6
.
0

1
8
,
9
6
5
.
5

1
.
5
5

0
.
0
3

4
3
.
8

0
.
4

 
（

　
）

内
は

、
そ

れ
ぞ

れ
前

年
度

の
改

正
前

の
制

度
に

基
づ

い
て

計
算

し
た

場
合

の
数

値
で

あ
る

。

2
0

3
2
5
,
6
0
3

2
2
,
8
8
7

1
.
5
9

0
.
0
4

4
4
.
9

1
.
1

2
1

3
3
2
,
8
1
1
.
5

7
,
2
0
8
.
5

1
.
6
3

0
.
0
4

4
5
.
5

0
.
6

2
2

3
4
2
,
9
7
3
.
5

1
0
,
1
6
2
.
0

1
.
6
8

0
.
0
5

4
7
.
0

1
.
5

2
3

3
6
6
,
1
9
9
.
0

2
3
,
2
2
5
.
5

1
.
6
5

△
 
0
.
0
3

4
5
.
3

△
 
1
.
7

(
3
5
9
,
4
9
2
.
0

)
(

1
6
,
5
1
8
.
5
)
(

1
.
7
5

)
(

0
.
0
7
)

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

（
％

)
年

実
雇

用
率

(
％

)
障

害
者

の
数

(
人

)
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(5
) 

障
害

者
不

足
数

階
級

別
の

法
定

雇
用

率
未

達
成

企
業

数

0
.5
人
又
は
１
人

1
.5
人
又
は
2
人

2
.5
人
又
は
3
人

3
.5
人
又
は
4
人

4
.5
人
以
上

9
人
以
下

9
.5
人
以
上

2
0
人
以
下

2
0
.5
人
以
上

5
0
人
以
下

5
0
.5
人
以
上

規
模
計

4
1
,2

1
1

2
6
,3

3
4

8
,6

2
6

3
,0

0
1

1
,5

4
7

1
,3

9
4

2
4
1

6
1

7
2
5
,2

7
3

(1
0
0
.0

%
)

(6
3
.9
%
)

(2
0
.9
%
)

(7
.3
%
)

(3
.8
%
)

(3
.4
%
)

(0
.6

%
)

(0
.1

%
)

(0
.0

%
)

(6
1
.3
%
)

5
6
-
1
0
0
人
未
満

1
6
,6

0
9

1
6
,6

0
9

－
－

－
－

－
－

－
1
6
,2

1
9

(1
0
0
.0

%
)

(1
0
0
.0

%
)

－
－

－
－

－
－

－
(9

7
.7

%
)

1
0
0
-
3
0
0
人
未
満

1
7
,3

0
0

8
,1

5
8

7
,1

3
7

1
,5

8
8

3
7
4

4
3

－
－

－
8
,9

3
6

(1
0
0
.0

%
)

(4
7
.2
%
)

(4
1
.3
%
)

(9
.2
%
)

(2
.2
%
)

(0
.2
%
)

－
－

－
(5

1
.7

%
)

3
0
0
-
5
0
0
人
未
満

3
,4

3
4

8
9
2

8
4
3

7
9
5

5
5
0

3
5
4

－
－

－
1
0
4

(1
0
0
.0

%
)

(2
6
.0
%
)

(2
4
.5
%
)

(2
3
.2
%
)

(1
6
.0

%
)

(1
0
.3
%
)

－
－

－
(3
.0
%
)

5
0
0
-
1
0
0
0
人
未
満

2
,3

4
2

4
7
3

4
6
5

4
2
6

4
1
4

5
3
4

3
0

－
－

1
4

(1
0
0
.0

%
)

(2
0
.2
%
)

(1
9
.9

%
)

(1
8
.2
%
)

(1
7
.7

%
)

(2
2
.8
%
)

(1
.3
%
)

－
－

(0
.6

%
)

1
,0
0
0
人
以
上

1
,5

2
6

2
0
2

1
8
1

1
9
2

2
0
9

4
6
3

2
1
1

6
1

7
0

(1
0
0
.0

%
)

(1
3
.2
%
)

(1
1
.9

%
)

(1
2
.6
%
)

(1
3
.7
%
)

(3
0
.3
%
)

(1
3
.8
%
)

(4
.0
%
)

(0
.5

%
)

(0
.0

%
)

注
１

　
上

段
は
企
業
数
、
下
段
は
当
該
企
業
規
模
階
級
内
に
お
け
る
構
成
比
。

２
　
②

欄
の
「
不
足
数
」
と
は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
す
る
た
め
に
、
現
在
の
雇
用
障
害
者
数
に
加
え
て
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
者
の
数
で
あ
る
。

③
障
害
者
の

数
が
0
人
で

あ
る
企
業
数

①
法
定
雇
用
率

未
達
成
企
業

の
数

区
分

②
不
足
数
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(
6
)
 
都
道
府
県
別
の
実
雇
用
率
等
の
状
況

注

都
道

府
県

名
実

雇
用

率
(
対

前
年

増
減

)
法

定
雇

用
率

達
成

企
業

の
割

合
(
対
前
年
増
減
)

全
国

1
.
6
5

△
0
.
0
3

4
5
.
3

△
1
.
7

 
3
4
,
1
0
2

／
 
7
5
,
3
1
3

北
海

道
1
.
7
3

△
0
.
1
2

4
8
.
7

△
4
.
3

 
1
,
3
3
9

／
 
2
,
7
4
9

青
森

1
.
6
7

△
0
.
0
4

4
6
.
8

△
2
.
6

 
3
3
3

／
 
7
1
2

岩
手

1
.
7
7

△
0
.
0
9

5
1
.
6

△
1
.
6

 
3
8
4

／
 
7
4
4

宮
城

1
.
6
0

△
0
.
0
2

4
6
.
0

△
1
.
3

 
5
0
4

／
 
1
,
0
9
6

秋
田

1
.
5
3

△
0
.
0
5

5
0
.
8

△
1
.
2

 
2
8
9

／
 
5
6
9

山
形

1
.
5
5

△
0
.
0
3

5
0
.
1

△
2
.
4

 
3
7
4

／
 
7
4
6

福
島

1
.
5
9

△
0
.
0
2

4
6
.
8

0
.
9

 
4
8
7

／
 
1
,
0
4
0

茨
城

1
.
5
4

△
0
.
0
6

4
7
.
6

△
3
.
4

 
5
6
9

／
 
1
,
1
9
5

栃
木

1
.
5
8

 
0
.
0
0

4
9
.
7

0
.
5

 
4
3
8

／
 
8
8
1

群
馬

1
.
5
5

△
0
.
0
7

4
6
.
4

△
5
.
2

 
5
1
7

／
 
1
,
1
1
4

埼
玉

1
.
5
1

△
0
.
0
8

3
9
.
0

△
1
.
4

 
9
2
1

／
 
2
,
3
6
2

千
葉

1
.
5
7

△
0
.
0
3

4
6
.
1

△
3
.
3

 
7
9
1

／
 
1
,
7
1
7

東
京

1
.
6
1

△
0
.
0
2

3
2
.
2

△
0
.
8

 
5
,
0
8
9

／
 
1
5
,
7
9
8

神
奈

川
1
.
5
6

△
0
.
0
6

4
2
.
4

△
3
.
4

 
1
,
5
4
4

／
 
3
,
6
4
0

新
潟

1
.
5
4

△
0
.
0
3

4
6
.
1

△
1
.
4

 
6
6
4

／
 
1
,
4
3
9

富
山

1
.
6
5

△
0
.
0
3

5
4
.
7

△
4
.
2

 
4
6
7

／
 
8
5
4

石
川

1
.
5
6

△
0
.
0
6

5
2
.
4

△
1
.
5

 
4
1
7

／
 
7
9
6

福
井

2
.
1
9

△
0
.
0
6

5
5
.
1

0
.
2

 
3
1
3

／
 
5
6
8

山
梨

1
.
6
7

 
0
.
0
0

4
8
.
7

△
0
.
9

 
2
2
6

／
 
4
6
4

長
野

1
.
8
2

 
0
.
0
4

5
7
.
0

0
.
1

 
7
5
7

／
 
1
,
3
2
8

岐
阜

1
.
6
5

△
0
.
0
8

5
2
.
2

△
2
.
1

 
6
1
4

／
 
1
,
1
7
6

静
岡

1
.
6
1

△
0
.
0
7

4
6
.
0

△
3
.
1

 
1
,
0
4
4

／
 
2
,
2
6
8

愛
知

1
.
5
9

△
0
.
0
4

4
2
.
8

△
2
.
0

 
2
,
0
3
1

／
 
4
,
7
4
3

三
重

1
.
5
1

 
0
.
0
1

4
9
.
4

△
0
.
4

 
4
3
7

／
 
8
8
4

滋
賀

1
.
6
0

△
0
.
0
9

5
0
.
4

△
6
.
1

 
3
1
7

／
 
6
2
9

京
都

1
.
7
8

△
0
.
0
4

4
8
.
1

△
1
.
4

 
6
8
8

／
 
1
,
4
2
9

大
阪

1
.
6
3

△
0
.
0
4

4
3
.
8

△
0
.
7

 
2
,
7
4
2

／
 
6
,
2
6
6

兵
庫

1
.
7
2

△
0
.
0
9

5
2
.
3

△
4
.
3

 
1
,
4
0
2

／
 
2
,
6
8
1

奈
良

2
.
0
8

△
0
.
0
0

5
5
.
1

△
2
.
0

 
2
5
3

／
 
4
5
9

和
歌

山
1
.
8
2

△
0
.
1
0

5
8
.
9

△
3
.
5

 
2
6
8

／
 
4
5
5

鳥
取

1
.
7
8

△
0
.
0
5

5
6
.
4

△
3
.
2

 
2
0
4

／
 
3
6
2

島
根

1
.
8
4

 
0
.
0
1

6
2
.
6

△
2
.
0

 
2
8
0

／
 
4
4
7

岡
山

1
.
7
4

△
0
.
1
2

5
0
.
1

△
3
.
8

 
5
7
8

／
 
1
,
1
5
4

広
島

1
.
7
7

△
0
.
0
6

4
9
.
1

△
1
.
9

 
8
8
5

／
 
1
,
8
0
2

山
口

2
.
2
4

△
0
.
0
4

5
2
.
8

△
2
.
4

 
3
9
9

／
 
7
5
5

徳
島

1
.
6
7

△
0
.
0
0

5
5
.
8

△
1
.
2

 
1
9
8

／
 
3
5
5

香
川

1
.
7
1

△
0
.
0
3

6
0
.
1

1
.
0

 
3
9
9

／
 
6
6
4

愛
媛

1
.
6
4

△
0
.
0
5

4
8
.
2

△
4
.
3

 
3
7
6

／
 
7
8
0

高
知

1
.
8
8

△
0
.
0
2

5
5
.
5

△
3
.
9

 
2
2
6

／
 
4
0
7

福
岡

1
.
6
3

△
0
.
0
8

4
9
.
1

△
2
.
0

 
1
,
3
8
7

／
 
2
,
8
2
3

佐
賀

2
.
1
6

△
0
.
0
2

6
8
.
1

0
.
1

 
3
1
6

／
 
4
6
4

長
崎

2
.
0
4

△
0
.
0
4

5
8
.
1

△
1
.
6

 
4
4
0

／
 
7
5
7

熊
本

2
.
0
0

 
0
.
0
2

5
6
.
5

△
2
.
5

 
5
3
6

／
 
9
4
8

大
分

2
.
0
0

△
0
.
1
6

5
9
.
1

△
1
.
0

 
3
7
7

／
 
6
3
8

宮
崎

1
.
9
4

△
0
.
0
9

6
1
.
1

△
8
.
3

 
3
6
7

／
 
6
0
1

鹿
児

島
1
.
9
3

△
0
.
1
2

6
1
.
3

△
0
.
4

 
5
3
8

／
 
8
7
8

沖
縄

1
.
8
0

△
0
.
0
6

5
5
.
8

△
0
.
6

 
3
7
7

／
 
6
7
6

　
都

道
府

県
別

の
状

況
は
、
企

業
の
主

た
る
事

務
所

（
特

例
子

会
社
等

の
認
定
を
受
け
て
い
る
企
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
親
会
社
の
主
た
る

事
務

所
）
が
所

在
す

る
都

道
府

県
に
お

い
て
、
集

計
し
た
も
の
で
あ
る
。

法
定
雇
用
率
達
成
企
業
の
数

※
　
対

前
年

増
減

に
つ
い
て
は

、
平

成
２
２
年

７
月

に
制

度
改

正
（
短

時
間

労
働

者
の

算
入

、
除

外
率

の
引

き
下

げ
等

）
が

あ
っ
た
た
め

、
　
本

年
と
前

年
の

数
値

を
単

純
に
比

較
す
る
こ
と
は

適
当

で
は

な
い
状

況
で
あ
る
。
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(
7
)
 
特
例
子
会
社

の
状
況

①
　
概
況

①

社
人

人
人

人
人

人

3
1
9

1
5
,
8
7
1
.
0

5
,
6
0
6

7
4

5
,
0
8
4

1
1
9

1
6
,
4
2
9
.
5

〈
10

,3
60

〉

（
2
8
3
)
（

1
3
,
6
8
4
.
0
)

（
5
,
0
7
2
)

（
6
2
)

（
4
,
3
3
1
)

(
5
1

)
（

1
4
,
5
6
2
.
5
)

注
　
１
(1
)①

の
表

と
同

じ

　
　
　
※

　
本

表
は
、
親

会
社

分
を
含

ま
な
い
、
特

例
子

会
社

分
の
み

の
集

計
で
あ
る
。

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

注
　
１
(1
)②

の
表

と
同

じ

　
　
　
※

　
本

表
は
、
親

会
社

分
を
含

ま
な
い
、
特

例
子

会
社

分
の
み

の
集

計
で
あ
る
。

◎
　
「
特

例
子

会
社

」
制

度
と
は

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

※
　
各

表
の

数
値

の
下

欄
は

平
成

２
２
年

６
月

１
日

時
点

の
数

値
で
あ
る
が

、
平

成
２
２
年

７
月

に
制

度
改

正
（
短

時
間

労
働

者
の

算
入

、
除

外
率

の
引

き
下

げ
等

）
　
が

あ
っ
た
た
め

、
本

年
と
前

年
の

数
値

を
単

純
に
比

較
す
る
こ
と
は

適
当

で
は

な
い
状

況
で
あ
る
。

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の
基

礎
と

な
る
労

働
者

数

特
例

子
会

社

区
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害
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特
例

子
会

社
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外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に
精

神
障

害
者

で
あ
る
短

時
間

労
働

者
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．
　
計
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＋
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0
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．
重
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の
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障
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障
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及
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障
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Ｂ
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及
び
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あ
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短
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障
害
者
雇
用
率
制

度
に
お
い
て
は

、
障
害
者
の
雇
用
機
会

の
確
保
（
法
定

雇
用
率
＝
1
.
8
％
）
は
個

々
の

事
業
主
（
企
業
）
ご

と
に
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
。

 

 
そ
の
特
例
で
あ
る

「
特
例
子
会
社
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制
度
は
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障
害
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の

雇
用
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促
進
及

び
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定
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図
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た
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害
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雇
用
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の
配
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立
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一
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の
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満
た
す
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合
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雇
用
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れ
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社
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れ
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る
も
の

と
み
な
し
て
、
実
雇
用

率
を

算
定
で
き
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
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５
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⑥ 法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

割
合

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

数

Ｄ
.重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

　
②

欄
の

「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数
」
と

は
、

職
員

総
数

か
ら

除
外

職
員

数
及

び
除

外
率

相
当

職
員

数
（
旧

除
外

職
員

が
職

員
総

数
に

占
め

る
割

合
を

元
に

設
定

し
た

除
外

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）
を

除
い

た
職

員
数

で
あ

る
。

区
分

③
　

障
害

者
の

数
機

関
数

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

Ｆ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

　
<
  
 >

内
は

精
神

障
害

者
を

の
ぞ

い
た

場
合

の
数

値
で

あ
る

。

〔
２

（
１

）
②

表
の

注
〕

①
欄

の
「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
④

の
ｅ
欄

の
計

で
あ

る
。

②
③

ａ
欄

の
重

度
障

害
者

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
2
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

　
（
　

）
内

は
平

成
2
2
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
　

な
お

、
精

神
障

害
者

は
平

成
1
8
年

4
月

1
日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

〔
２

（
１

）
①

表
の

注
〕

　
（
　

）
内

は
平

成
2
2
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

（
Ｄ

欄
は

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
の

み
）
。

　
な

お
、

精
神

障
害

者
は

平
成

1
8
年

４
月

１
日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

　
Ａ

、
Ｃ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

職
員

で
あ

る
。

Ｂ
、

Ｄ
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

職
員

で
あ

る
。

　
Ｆ

欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

平
成

2
2
年

６
月

２
日

か
ら

平
成

2
3
年

６
月

１
日

ま
で

の
１

年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

※
　
各

表
の

数
値

の
下

欄
は

平
成

２
２
年

６
月

１
日

時
点

の
数

値
で
あ
る
が

、
平

成
２
２
年

７
月

に
制

度
改

正
（
短

時
間

労
働

者
の

　
算

入
、
除

外
率

の
引

き
下

げ
等

）
が

あ
っ
た
た
め
、
本

年
と
前

年
の

数
値

を
単

純
に
比

較
す
る
こ
と
は

適
当

で
は

な
い
状

況
で
あ
る
。

②
③

④
ｄ
欄

の
重

度
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外
身

体
障

害
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及
び

知
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障
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並

び
に

精
神

障
害
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で

あ
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短
時

間
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員
に

つ
い

て
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律
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1
人

を
0
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す
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も
の
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し
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お
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、
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す

る
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当
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り
0
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し
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③
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年
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す
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す
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に
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　(１) 国の機関の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

国の機関合計 305,997.0 6,869.0 2.24 0.0

行政機関合計 277,782.5 6,211.5 2.24 0.0

内閣官房 736.0 16.0 2.17 0.0

内閣法制局 72.0 1.0 1.39 0.0

内閣府 2,366.0 50.0 2.11 0.0

宮内庁 872.0 22.0 2.52 0.0

公正取引委員会 779.0 16.0 2.05 0.0

警察庁 2,088.0 43.0 2.06 0.0

金融庁 1,523.5 32.5 2.13 0.0

消費者庁 262.0 6.0 2.29 0.0

総務省 5,312.0 126.0 2.37 0.0 特例承認あり(注4)

法務省 31,812.0 674.5 2.12 0.0

公安調査庁 1,518.5 35.0 2.30 0.0

外務省 5,764.5 142.5 2.47 0.0

財務省 10,811.0 230.5 2.13 0.0

国税庁 58,532.0 1,276.0 2.18 0.0

文部科学省 2,192.0 49.0 2.24 0.0 特例承認あり(注4)

厚生労働省 52,134.5 1,296.5 2.49 0.0

農林水産省 17,653.0 392.0 2.22 0.0

林野庁 4,953.0 105.0 2.12 0.0

水産庁 487.0 14.0 2.87 0.0

経済産業省 5,511.0 128.5 2.33 0.0 特例承認あり(注4)

特許庁 2,819.0 63.0 2.23 0.0

国土交通省 39,132.0 827.5 2.11 0.0

観光庁 99.0 3.0 3.03 0.0

気象庁 5,068.0 107.0 2.11 0.0

海上保安庁 79.0 3.0 3.80 0.0

運輸安全委員会 185.0 4.0 2.16 0.0

環境省 1,220.0 27.0 2.21 0.0

防衛省 21,871.0 472.0 2.16 0.0

人事院 634.0 18.0 2.84 0.0

会計検査院 1,296.5 31.0 2.39 0.0

立法機関合計 3,575.0 81.5 2.28 0.0

衆議院事務局 1,434.5 35.0 2.44 0.0

衆議院法制局 80.5 3.0 3.73 0.0

参議院事務局 1,099.0 23.5 2.14 0.0

参議院法制局 71.0 1.0 1.41 0.0

国立国会図書館 890.0 19.0 2.13 0.0

司法機関合計 24,639.5 576.0 2.34 0.0

最高裁判所 1,021.0 22.0 2.15 0.0

高等裁判所 1,710.0 40.0 2.34 0.0

地方裁判所 16,937.5 399.0 2.36 0.0

家庭裁判所 4,971.0 115.0 2.31 0.0

注　１

2

3

4

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び
重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並
びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であ
り、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の省庁は、特例承認を受けている。
　特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に
勤務する職員を当該省庁に勤務する職員とみなすものである。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総
数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

４ 公的機関の各機関の状況 

　　　　特例承認一覧

省庁 外局等

総務省 消防庁

文部科学省 文化庁 　 　

経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁 原子力安全・保安院
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　　(2) 都道府県知事部局の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 260,148.5 6,321.0 2.43 0.0

北海道 14,171.0 346.0 2.44 0.0
青森県 3,898.5 91.5 2.35 0.0
岩手県 3,823.0 95.0 2.48 0.0
宮城県 5,152.0 116.0 2.25 0.0
秋田県 3,680.5 78.5 2.13 0.0
山形県 5,696.0 119.5 2.10 0.0 特例認定あり(注４)

福島県 5,186.0 120.0 2.31 0.0
茨城県 5,370.0 117.0 2.18 0.0
栃木県 5,131.0 113.0 2.20 0.0 特例認定あり(注４)

群馬県 4,548.5 99.5 2.19 0.0
埼玉県 7,099.5 218.0 3.07 0.0
千葉県 8,130.5 199.5 2.45 0.0 特例認定あり(注４)

東京都 23,764.5 616.0 2.59 0.0
神奈川県 7,790.0 265.0 3.40 0.0
新潟県 6,419.5 140.0 2.18 0.0
富山県 3,835.0 86.0 2.24 0.0 特例認定あり(注４)

石川県 4,502.0 95.0 2.11 0.0
福井県 3,608.5 76.5 2.12 0.0
山梨県 3,429.5 73.0 2.13 0.0
長野県 5,168.0 120.0 2.32 0.0 特例認定あり(注４)

岐阜県 4,636.0 98.0 2.11 0.0
静岡県 6,017.0 130.5 2.17 0.0 特例認定あり(注４)

愛知県 9,446.0 217.0 2.30 0.0
三重県 5,210.5 123.5 2.37 0.0
滋賀県 3,571.0 80.5 2.25 0.0 特例認定あり(注４)

京都府 4,346.5 114.0 2.62 0.0
大阪府 8,916.0 286.5 3.21 0.0
兵庫県 7,836.5 181.0 2.31 0.0
奈良県 4,247.0 89.0 2.10 0.0 特例認定あり(注４)

和歌山県 3,773.5 88.0 2.33 0.0
鳥取県 3,219.5 75.0 2.33 0.0 特例認定あり(注４)

島根県 3,813.0 92.5 2.43 0.0 特例認定あり(注４)

岡山県 3,867.5 83.0 2.15 0.0
広島県 5,747.5 132.0 2.30 0.0 特例認定あり(注４)

山口県 4,123.0 105.0 2.55 0.0 特例認定あり(注４)

徳島県 3,022.0 65.0 2.15 0.0
香川県 3,774.0 87.0 2.31 0.0 特例認定あり(注４)

愛媛県 3,831.0 82.0 2.14 0.0
高知県 3,599.5 91.0 2.53 0.0
福岡県 7,862.0 250.5 3.19 0.0 特例認定あり(注４)

佐賀県 3,010.0 66.5 2.21 0.0
長崎県 4,174.5 91.5 2.19 0.0
熊本県 4,818.0 121.5 2.52 0.0
大分県 3,822.0 81.5 2.13 0.0
宮崎県 4,075.0 90.0 2.21 0.0

鹿児島県 4,883.0 107.5 2.20 0.0
沖縄県 4,103.5 106.5 2.60 0.0

注　1

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障害
者及び重度知的障害者については１人を１カウントとする）、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間
勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認
定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　　　　特例認定一覧（都道府県知事部局）

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

奈良県 奈良県水道局 奈良県監査委員会事務局 奈良県人事委員会事務局 奈良県地方労働委員会事務局 奈良県収用委員会事務局

山形県 山形県企業局 山形県病院事業局

静岡県 静岡県企業局

山口県 山口県企業局

広島県 広島県企業局 広島県議会事務局

島根県 島根県企業局

鳥取県 鳥取県企業局

福岡県 福岡県議会事務局

滋賀県 滋賀県企業庁 滋賀県病院事業庁

香川県 香川県病院局

栃木県 栃木県企業局

富山県 富山県企業局

千葉県 千葉県議会事務局

長野県 長野県企業局
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 66,513.5 1,484.0 2.23 60.0
北海道企業局 91.0 2.0 2.20 0.0

北海道議会事務局 72.5 2.0 2.76 0.0
北海道監査委員事務局 52.5 0.0 0.00 1.0
北海道警察本部 1,396.0 24.0 1.72 5.0
青森県病院局 606.0 12.0 1.98 0.0

青森県警察本部 372.0 7.0 1.88 0.0
岩手県企業局 77.0 1.0 1.30 0.0
岩手県医療局 3,032.0 64.5 2.13 0.0

岩手県警察本部 394.0 8.0 2.03 0.0
宮城県企業局 71.0 2.0 2.82 0.0

宮城県警察本部 495.0 9.0 1.82 1.0
秋田県警察本部 393.0 8.5 2.16 0.0
山形県警察本部 420.0 10.0 2.38 0.0
福島県病院局 355.0 8.0 2.25 0.0

福島県警察本部 525.0 8.0 1.52 3.0
茨城県企業局 201.5 4.0 1.99 0.0
茨城県病院局 484.0 10.0 2.07 0.0

茨城県警察本部 592.0 12.5 2.11 0.0
栃木県警察本部 506.5 9.5 1.88 0.5
群馬県企業局 300.0 6.5 2.17 0.0
群馬県病院局 518.0 11.0 2.12 0.0

群馬県警察本部 527.5 11.0 2.09 0.0
埼玉県企業局 395.5 11.0 2.78 0.0
埼玉県病院局 992.0 10.0 1.01 10.0
埼玉県水道局 111.5 4.0 3.59 0.0

埼玉県議会事務局 66.0 2.0 3.03 0.0
埼玉県警察本部 1,456.0 33.0 2.27 0.0
千葉県企業庁 400.0 11.0 2.75 0.0
千葉県病院局 1,141.5 19.0 1.66 4.0
千葉県水道局 916.0 25.0 2.73 0.0

北千葉広域水道企業団 90.0 2.0 2.22 0.0
君津広域水道企業団 66.0 1.0 1.52 0.0
千葉県警察本部 1,442.5 32.5 2.25 0.0

東京都議会議会局 154.0 5.0 3.25 0.0
東京都人事委員会 65.5 3.0 4.58 0.0
東京都監査事務局 92.5 5.0 5.41 0.0

東京都交通局 2,041.5 62.0 3.04 0.0
東京都水道局 3,027.0 77.0 2.54 0.0

東京都下水道局 1,494.5 38.0 2.54 0.0
警視庁 4,589.0 99.0 2.16 0.0

東京消防庁 861.0 27.0 3.14 0.0
神奈川県企業庁 953.0 30.0 3.15 0.0

神奈川県議会議会局 84.0 2.0 2.38 0.0
神奈川県警察本部 2,134.5 46.5 2.18 0.0

新潟県企業局 93.0 2.0 2.15 0.0
新潟県病院局 2,362.0 31.5 1.33 17.5

新潟県警察本部 506.0 9.0 1.78 1.0 注4①

富山県警察本部 302.0 6.0 1.99 0.0
石川県警察本部 336.0 8.0 2.38 0.0
福井県警察本部 285.0 6.0 2.11 0.0
山梨県企業局 65.5 2.0 3.05 0.0

山梨県警察本部 355.5 5.0 1.41 2.0
長野県警察本部 416.0 8.0 1.92 0.0
岐阜県警察本部 407.0 13.0 3.19 0.0

静岡県がんセンター局 498.5 14.0 2.81 0.0
静岡県警察本部 792.5 17.5 2.21 0.0

(3) その他の都道府県機関の状況（法定雇用率2.1％）

32



①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

愛知県企業庁 410.0 16.0 3.90 0.0
愛知県病院事業庁 705.5 18.0 2.55 0.0
名古屋港管理組合 337.0 5.0 1.48 2.0 注4②

愛知県議会事務局 69.5 1.0 1.44 0.0
愛知県警察本部 1,142.0 23.5 2.06 0.0
三重県企業庁 167.5 4.0 2.39 0.0

三重県病院事業庁 685.0 11.0 1.61 3.0
三重県警察本部 366.0 9.0 2.46 0.0
滋賀県警察本部 314.5 6.0 1.91 0.0

京都府文化環境部 68.0 2.0 2.94 0.0
京都府警察本部 681.5 23.0 3.37 0.0

大阪広域水道企業団 454.0 11.0 2.42 0.0
大阪府議会事務局 60.5 1.0 1.65 0.0
大阪府警察本部 2,310.5 50.0 2.16 0.0

兵庫県議会事務局 63.0 1.0 1.59 0.0
兵庫県企業庁 194.0 10.0 5.15 0.0
兵庫県病院局 1,946.5 40.0 2.05 0.0

兵庫県警察本部 979.0 20.0 2.04 0.0
奈良県警察本部 338.0 10.0 2.96 0.0

和歌山県警察本部 375.0 7.5 2.00 0.0
鳥取県病院局 702.0 11.0 1.57 3.0

鳥取県警察本部 289.0 6.0 2.08 0.0
島根県病院局 356.0 10.0 2.81 0.0

島根県警察本部 339.0 9.0 2.65 0.0
岡山県企業局 107.0 4.0 3.74 0.0

岡山県警察本部 557.0 11.5 2.06 0.0
広島県警察本部 637.5 13.0 2.04 0.0
山口県警察本部 545.0 11.0 2.02 0.0
徳島県企業局 117.5 2.0 1.70 0.0
徳島県病院局 376.0 9.0 2.39 0.0

徳島県警察本部 367.0 7.0 1.91 0.0
香川県警察本部 266.0 7.0 2.63 0.0

愛媛県公営企業管理局 911.5 20.0 2.19 0.0
愛媛県警察本部 411.0 10.0 2.43 0.0

高知県公営企業局 330.5 9.0 2.72 0.0
高知県警察本部 330.5 9.0 2.72 0.0
福岡県警察本部 1,021.0 22.0 2.15 0.0
佐賀県警察本部 322.0 8.5 2.64 0.0
長崎県交通局 173.0 3.0 1.73 0.0

長崎県病院企業団 1,079.0 17.0 1.58 5.0
長崎県警察本部 522.0 11.5 2.20 0.0
熊本県警察本部 508.5 11.0 2.16 0.0
大分県企業局 62.0 1.0 1.61 0.0
大分県病院局 373.0 5.0 1.34 2.0

大分県警察本部 368.5 7.0 1.90 0.0
宮崎県企業局 81.0 1.0 1.23 0.0
宮崎県病院局 535.5 11.0 2.05 0.0

宮崎県議会事務局 31.0 0.0 0.00 0.0
宮崎県警察本部 351.5 10.5 2.99 0.0

鹿児島県県立病院局 386.0 8.0 2.07 0.0
鹿児島県警察本部 506.0 16.0 3.16 0.0

沖縄県企業局 263.0 8.5 3.23 0.0
沖縄県病院事業局 851.0 21.0 2.47 0.0
沖縄県警察本部 296.0 7.0 2.36 0.0

注　１

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障害
者及び重度知的障害者については１人を１カウントとする）、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間
勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①　新潟県警察本部においては、10月27日現在において、障害者の数10人、実雇用率1.98％、不足数0.0人となっている。
　②　名古屋港管理組合においては、11月1日現在において、障害者の数7人、実雇用率2.08％、不足数0.0人となっている。
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(4) 都道府県教育委員会の状況（法定雇用率2.0％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 585,104.0 10,266.5 1.75 1,509.5

北海道 32,282.0 508.5 1.58 136.5
青森県 8,906.5 132.0 1.48 46.0
岩手県 8,936.5 156.0 1.75 22.0
宮城県 10,804.0 179.0 1.66 37.0
秋田県 8,527.5 155.0 1.82 15.0
山形県 7,740.0 137.0 1.77 17.0
福島県 12,544.0 186.5 1.49 63.5
茨城県 16,747.0 235.5 1.41 98.5
栃木県 12,038.0 168.5 1.40 71.5
群馬県 11,743.0 237.0 2.02 0.0
埼玉県 25,741.5 431.0 1.67 83.0
千葉県 22,713.0 402.0 1.77 52.0
東京都 43,110.0 682.0 1.58 180.0

神奈川県 22,182.0 365.5 1.65 77.5
新潟県 13,278.0 199.0 1.50 66.0
富山県 6,253.5 128.0 2.05 0.0
石川県 6,439.0 129.0 2.00 0.0
福井県 5,751.5 95.0 1.65 20.0
山梨県 6,501.5 95.0 1.46 35.0
長野県 12,229.0 226.0 1.85 18.0
岐阜県 11,396.0 219.0 1.92 8.0
静岡県 14,732.5 230.0 1.56 64.0
愛知県 29,693.0 542.0 1.83 51.0
三重県 11,068.0 193.0 1.74 28.0
滋賀県 8,110.5 135.0 1.66 27.0
京都府 7,712.5 164.0 2.13 0.0
大阪府 28,378.0 567.0 2.00 0.0
兵庫県 22,254.0 456.0 2.05 0.0
奈良県 7,188.0 146.0 2.03 0.0

和歌山県 6,469.5 143.0 2.21 0.0
鳥取県 4,742.5 77.5 1.63 16.5
島根県 5,919.0 100.0 1.69 18.0
岡山県 10,008.0 165.0 1.65 35.0
広島県 11,289.0 209.0 1.85 16.0
山口県 8,505.5 157.0 1.85 13.0
徳島県 5,262.0 99.0 1.88 6.0
香川県 6,699.0 141.0 2.10 0.0
愛媛県 9,017.5 189.0 2.10 0.0
高知県 5,575.0 121.0 2.17 0.0
福岡県 14,406.0 251.0 1.74 37.0
佐賀県 6,559.0 136.0 2.07 0.0
長崎県 9,037.0 182.0 2.01 0.0
熊本県 10,837.5 179.0 1.65 37.0
大分県 7,681.0 109.5 1.43 43.5
宮崎県 6,981.5 133.0 1.91 6.0

鹿児島県 11,930.0 173.0 1.45 65.0
沖縄県 9,185.0 202.0 2.20 0.0

注　1

2

3

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障害
者及び重度知的障害者については１人を１カウントとする）、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間
勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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(5) 独立行政法人等の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

独立行政法人等合計 306,458.0 6,556.5 2.14 234.0

自動車検査 942.5 26.0 2.76 0.0
奄美群島振興開発基金 - - - - 注4

医薬基盤研究所 218.5 5.0 2.29 0.0
医薬品医療機器総合機構 943.5 21.0 2.23 0.0
宇宙航空研究開発機構 1748.5 42.0 2.40 0.0

沖縄科学技術研究基盤整備機構 293.0 9.0 3.07 0.0
海技教育機構 204.0 4.0 1.96 0.0

海上技術安全研究所 240.0 5.0 2.08 0.0
海洋研究開発機構 982.0 26.0 2.65 0.0
科学技術振興機構 515.5 11.0 2.13 0.0
家畜改良センター 867.0 22.0 2.54 0.0
環境再生保全機構 140.5 2.5 1.78 0.0
教員研修センター 53.0 2.0 3.77 0.0

勤労者退職金共済機構 290.5 7.0 2.41 0.0
空港周辺整備機構 - - - - 注4

経済産業研究所 56.0 2.0 3.57 0.0
原子力安全基盤機構 488.5 10.0 2.05 0.0

建築研究所 142.0 2.0 1.41 0.0
航海訓練所 144.0 3.0 2.08 0.0

工業所有権情報・研修館 124.0 1.0 0.81 1.0 注5①

航空大学校 122.5 2.0 1.63 0.0
交通安全環境研究所 157.0 3.0 1.91 0.0

高齢・障害者雇用支援機構 1,721.0 109.5 6.36 0.0
港湾空港技術研究所 111.5 3.0 2.69 0.0
国際観光振興機構 108.5 2.0 1.84 0.0
国際協力機構 1,711.0 34.0 1.99 1.0 注5②

国際交流基金 334.0 7.0 2.10 0.0
国際農林水産業研究センター 307.0 6.0 1.95 0.0

国民生活センター 172.0 3.5 2.03 0.0
国立印刷局 4,528.5 105.0 2.32 0.0

国立科学博物館 217.5 4.0 1.84 0.0
国立環境研究所 643.5 14.0 2.18 0.0

国立がん研究センター 1,570.0 21.0 1.34 11.0
国立健康・栄養研究所 - - - - 注4

国立高等専門学校機構 4,852.5 110.0 2.27 0.0
国立公文書館 130.0 3.0 2.31 0.0

国立国際医療研究センター 1,408.5 20.0 1.42 9.0
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 240.0 9.0 3.75 0.0

国立循環器病研究センター 1,012.5 26.0 2.57 0.0
国立女性教育会館 - - - - 注4

国立成育医療研究センター 877.5 12.0 1.37 6.0
国立青少年教育振興機構 697.5 8.5 1.22 5.5

国立精神・神経医療研究センター 670.0 7.5 1.12 6.5
国立大学財務・経営センター - - - - 注4

国立長寿医療研究センター 412.5 7.0 1.70 1.0 注5③

国立特別支援教育総合研究所 83.0 1.0 1.20 0.0
国立美術館 219.0 6.0 2.74 0.0

国立病院機構 44,537.5 947.0 2.13 0.0
国立文化財機構 582.5 13.5 2.32 0.0

雇用・能力開発機構 4,010.5 97.5 2.43 0.0
産業技術総合研究所 4,557.0 96.5 2.12 0.0
自動車事故対策機構 333.0 6.0 1.80 0.0
住宅金融支援機構 1,054.0 20.0 1.90 2.0
種苗管理センター 325.5 8.0 2.46 0.0
酒類総合研究所 61.5 1.0 1.63 0.0

情報処理推進機構 163.5 3.0 1.83 0.0
情報通信研究機構 745.0 17.0 2.28 0.0

新エネルギー・産業技術総合開発機構 536.0 13.0 2.43 0.0
森林総合研究所 1,243.0 33.5 2.70 0.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

水産総合研究センター 861.5 19.5 2.26 0.0
水産大学校 140.5 2.0 1.42 0.0

製品評価技術基盤機構 453.5 11.0 2.43 0.0
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 480.0 14.0 2.92 0.0

造幣局 993.5 20.5 2.06 0.0
大学入試センター 116.0 4.0 3.45 0.0

大学評価・学位授与機構 135.5 6.0 4.43 0.0
中小企業基盤整備機構 887.5 22.0 2.48 0.0

駐留軍等労働者労務管理機構 308.0 7.0 2.27 0.0
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1,957.0 40.0 2.04 1.0

電子航法研究所 87.5 1.0 1.14 0.0
統計センター 982.0 20.5 2.09 0.0
都市再生機構 3,785.0 82.0 2.17 0.0
土木研究所 586.5 12.0 2.05 0.0

日本学術振興会 140.0 4.0 2.86 0.0
日本学生支援機構 594.5 12.0 2.02 0.0

日本芸術文化振興会 297.0 7.0 2.36 0.0
日本原子力研究開発機構 4,454.0 106.0 2.38 0.0

日本高速道路保有・債務返済機構 - - - - 注4

日本スポーツ振興センター 538.0 11.0 2.04 0.0
日本万国博覧会記念機構 - - - - 注4

日本貿易振興機構 1,069.5 22.0 2.06 0.0
日本貿易保険 123.0 2.0 1.63 0.0

年金・健康保険福祉施設整理機構 - - - - 注4

農業環境技術研究所 290.0 6.0 2.07 0.0
農業者年金基金 82.0 1.0 1.22 0.0

農業・食品産業技術総合研究機構 3,614.5 91.5 2.53 0.0
農業生物資源研究所 724.0 15.5 2.14 0.0
農畜産業振興機構 240.0 5.0 2.08 0.0
農林漁業信用基金 110.0 0.0 0.00 2.0 注5④

農林水産消費安全技術センター 673.5 19.0 2.82 0.0
福祉医療機構 270.5 5.0 1.85 0.0

物質・材料研究機構 1,146.5 24.0 2.09 0.0
平和祈念事業特別基金 - - - - 注4

防災科学技術研究所 249.0 6.0 2.41 0.0
放射線医学総合研究所 663.5 16.0 2.41 0.0
北方領土問題対策協会 - - - - 注4

水資源機構 1,507.0 32.0 2.12 0.0
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 - - - - 注4

理化学研究所 3,654.5 67.0 1.83 9.0
労働安全衛生総合研究所 105.5 2.0 1.90 0.0
労働者健康福祉機構 10,584.0 222.5 2.10 0.0

労働政策研究・研修機構 118.0 2.5 2.12 0.0
年金積立金管理運用 75.0 1.0 1.33 0.0

北海道大学 4,851.5 109.0 2.25 0.0
北海道教育大学 610.0 11.0 1.80 1.0 注5⑤

室蘭工業大学 269.5 5.0 1.86 0.0
小樽商科大学 160.0 3.0 1.88 0.0
帯広畜産大学 219.5 4.0 1.82 0.0
旭川医科大学 1,185.5 26.5 2.24 0.0
北見工業大学 206.0 3.0 1.46 1.0
弘前大学 1,655.0 35.0 2.11 0.0
岩手大学 636.5 14.0 2.20 0.0
東北大学 5,350.0 107.0 2.00 5.0

宮城教育大学 241.5 5.5 2.28 0.0
秋田大学 1,503.0 30.0 2.00 1.0 注5⑥

山形大学 1,821.0 34.0 1.87 4.0
福島大学 382.5 9.0 2.35 0.0
茨城大学 596.0 16.0 2.68 0.0
筑波大学 3,722.0 84.0 2.26 0.0

筑波技術大学 151.0 19.0 12.58 0.0
宇都宮大学 580.0 13.0 2.24 0.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

群馬大学 2,014.0 49.0 2.43 0.0
埼玉大学 631.0 11.0 1.74 2.0
千葉大学 2,781.5 44.0 1.58 14.0
東京大学 9,109.5 194.5 2.14 0.0

東京医科歯科大学 2,176.0 41.5 1.91 3.5 注5⑦

東京外国語大学 306.5 8.0 2.61 0.0
東京学芸大学 751.0 15.0 2.00 0.0
東京農工大学 611.5 13.5 2.21 0.0
東京芸術大学 406.0 8.0 1.97 0.0
東京工業大学 1,824.0 34.0 1.86 4.0
東京海洋大学 336.5 6.0 1.78 1.0 注5⑧

お茶の水女子大学 385.5 9.5 2.46 0.0
電気通信大学 458.5 9.0 1.96 0.0
一橋大学 561.5 11.5 2.05 0.0

横浜国立大学 842.5 17.0 2.02 0.0
新潟大学 2,646.5 45.5 1.72 9.5

長岡技術科学大学 323.5 10.0 3.09 0.0
上越教育大学 245.0 5.0 2.04 0.0
富山大学 1,928.5 44.0 2.28 0.0
金沢大学 2,448.0 52.0 2.12 0.0
福井大学 1,346.0 23.0 1.71 5.0
山梨大学 1,448.0 38.0 2.62 0.0
信州大学 2,223.5 39.0 1.75 7.0
岐阜大学 1,736.0 37.5 2.16 0.0
静岡大学 988.0 20.0 2.02 0.0

浜松医科大学 1,188.0 18.0 1.52 6.0
名古屋大学 4,056.0 64.0 1.58 21.0
愛知教育大学 481.5 8.0 1.66 2.0

名古屋工業大学 515.0 13.0 2.52 0.0
豊橋技術科学大学 332.0 6.5 1.96 0.0

三重大学 1,891.5 39.0 2.06 0.0
滋賀大学 330.0 9.5 2.88 0.0

滋賀医科大学 1,204.5 25.5 2.12 0.0
京都大学 6,387.0 134.0 2.10 0.0

京都教育大学 319.5 8.5 2.66 0.0
京都工芸繊維大学 404.5 7.0 1.73 1.0

大阪大学 5,745.5 123.5 2.15 0.0
大阪教育大学 569.5 13.0 2.28 0.0
兵庫教育大学 250.5 10.0 3.99 0.0
神戸大学 2,885.0 51.5 1.79 8.5

奈良教育大学 183.0 3.0 1.64 0.0
奈良女子大学 322.0 6.0 1.86 0.0
和歌山大学 406.5 6.5 1.60 1.5
鳥取大学 1,921.5 24.0 1.25 16.0
島根大学 1,665.5 37.0 2.22 0.0
岡山大学 3,075.5 66.5 2.16 0.0
広島大学 2,968.5 66.5 2.24 0.0
山口大学 2,112.0 51.0 2.41 0.0
徳島大学 1,366.5 26.0 1.90 2.0

鳴門教育大学 275.0 6.0 2.18 0.0
香川大学 1,748.0 41.0 2.35 0.0
愛媛大学 1,947.0 34.0 1.75 6.0
高知大学 1,572.0 35.0 2.23 0.0

福岡教育大学 349.5 6.0 1.72 1.0
九州大学 4,899.0 110.0 2.25 0.0

九州工業大学 530.5 11.0 2.07 0.0
佐賀大学 1,714.5 28.0 1.63 8.0
長崎大学 2,609.5 45.0 1.72 9.0
熊本大学 2,048.5 37.0 1.81 6.0
大分大学 1,497.5 36.0 2.40 0.0
宮崎大学 1,681.0 26.0 1.55 9.0

鹿児島大学 2,172.5 25.5 1.17 19.5

37



①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

鹿屋体育大学 117.0 3.0 2.56 0.0
琉球大学 1,839.5 37.0 2.01 1.0 注5⑨

総合研究大学院大学 77.5 1.0 1.29 0.0
政策研究大学院大学 108.5 2.0 1.84 0.0

北陸先端科学技術大学院大学 223.0 4.0 1.79 0.0
奈良先端技術大学院大学 372.5 7.0 1.88 0.0

人間文化研究機構 508.0 12.5 2.46 0.0
自然科学研究機構 1,062.5 22.5 2.12 0.0

高エネルギー加速器研究機構 922.0 18.5 2.01 0.5
情報・システム研究機構 663.5 12.0 1.81 1.0
日本司法支援センター 1,139.0 24.0 2.11 0.0

日本私立学校振興・共済事業団 1,455.5 31.0 2.13 0.0
沖縄振興開発金融公庫 248.0 6.0 2.42 0.0
日本政策金融公庫 8,202.5 170.0 2.07 2.0 注5⑩

日本年金機構 26,286.5 602.5 2.29 0.0
全国健康保険協会 4,991.5 110.0 2.20 0.0

注　1

2

3

4

5 ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

6

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難で
あると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

国立長寿医療研究センターにおいては、10月3日現在において、障害者の数9人、実雇用率2.14％、不足数0.0人となっている。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとし、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間障害者につ
いては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

国際協力機構においては、11月15日現在において、障害者の数36人、実雇用率2.10％、不足数0.0人となっている。

株式会社日本政策金融公庫においては、9月15日現在において、障害者の数174人、実雇用率2.14％、不足数0.0人となっている。

　法人の掲載順は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２による。

　これらの法人においては,労働者数が48人未満であり,障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に基づく障害者の雇用義務が発生していない。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0とな
ることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

東京海洋大学においては、10月1日現在において、障害者の数8人、実雇用率2.30％、不足数0.0人となっている。

国立大学法人琉球大学においては、10月1日現在において、障害者の数40人、実雇用率2.18％、不足数0.0人となっている。

東京医科歯科大学においては、11月1日現在において、障害者の数45.5人、実雇用率2.11％、不足数0.0人となっている。

国立大学法人北海道教育大学においては、７月１日現在において、障害者の数１２人、実雇用率1.96％、不足数0.0人となっている。

国立大学法人秋田大学においては、７月１日現在において、障害者の数３１人、実雇用率2.06％、不足数0.0人となっている。

工業所有権総合情報・研修館においては、7月1日現在において、障害者の数2人、実雇用率1.59％、不足数0.0人となっている。

農林漁業信用基金においては、11月1日現在において、障害者の数2人、実雇用率1.80％、不足数0.0人となっている。

38



厚生労働省職業安定局 

障 害 者 雇 用 対 策 課 

最近の障害者雇用の現状と課題 

平成２３年１２月 

YSOSP
テキストボックス
  参考資料３



  障害者数について 

 

  総数 

 

  在宅者 

施設入所者 
 

身体・知的障害 

者更生施設等入 

所者や入院患者 

18歳以上 

65歳未満 

身体障害児・者 ３６６．３ ３５７．６ １２３．６  ８．７ 

知的障害児・者 ５４．７ ４１．９ ２７．４  １２．８ 

精神障害者 ３２３．３ ２９０．０  １８０．９ ３３．３ 

総    計 ７４４．３ ６８９．５  ３３１．９  ５４．８ 

身体障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１7年）、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１8年）等、 
知的障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１７年）等、 
精神障害者数は、厚生労働省「患者調査」（平成２０年） 

（単位：万人） 

○ 身体・知的・精神障害者の総数は約744万人。うち18歳以上65歳未満の在宅者は約332万人。 



障害者雇用促進法の概要 

【目的】 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害 

     者の職業の安定を図ること。  

助 

成 

金 

納 

付 

金 

・ 

調 

整 

金 

納 

付 

金 

制 

度 

事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の雇用を義務づける 
  民間企業 ………………………………………………1．8％ 

  国、地方公共団体、特殊法人等 ……………………2．1％ 

  都道府県等の教育委員会 ……………………………2．0％ 
 

 ※１ 大企業等において、障害者を多数雇用する等一定の要件を満たす会社（特例子会社）を設立した場合等、雇用率算定の特例も認めている。 
 ※２ 精神障害者（手帳所持者）については、雇用義務の対象ではないが、各企業の雇用率（実雇用率）に算定することができる。 

雇 

用 

義 

務 

制 

度 

事業主に対する措置 

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る 
 ○ 障害者雇用納付金（雇用率未達成事業主）    不足１人 月額５万円徴収  （適用対象：常用労働者200人超） 
 ○ 障害者雇用調整金（雇用率達成事業主）      超過１人 月額２万７千円支給（適用対象：常用労働者200人超）  
  ※１ 平成27年４月より100人を超える事業主に拡大。 
  ※２ この他、200人以下（平成27年４月より100人以下）の事業主については報奨金制度あり。 
   （障害者を４％又は６人のいずれか多い人数を超えて雇用する場合、超過１人月額２万１千円支給）   
  
 ・ 上記のほか、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対する特例調整金・特例報奨金の制度がある。（在宅就業障害者支援制度） 

障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給 
 
  ・障害者作業施設設置等助成金 

  ・障害者介助等助成金             等  

職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ 

ー
シ
ョ
ン
の
実
施 

障害者本人に対する措置 
 

地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援＜福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進＞ 
 ○ ハローワーク（全国545か所） 
   障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等 

 ○ 地域障害者職業センター（全国47か所） 
   専門的な職業リハビリテーションサービスの実施（職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等） 

 ○ 障害者就業・生活支援センター（全国3１3か所） 
   就業・生活両面にわたる相談・支援 

各
種 



障害者のうち、左記
に該当しない者 
  
 ・発達障害者 
 ・難治性疾患患者 
 等 

身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業生活
に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者           （法第2条第１号） 

障害者のうち、身体障害
がある者であって別表
（※１）に掲げる障害があ
るもの  
               （法第2条第2号） 

障害者のうち、知的障害
がある者であって省令
（※２）で定めるもの 
       （法第2条第4号） 
  

※知的障害者更生相談所等に
より知的障害があると判定され
た者 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

その他 

精神障害者保健 
福祉手帳所持者 

障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象 

（雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適
用に関する特例）  

事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同
項（第43条第1項）の規定の適用については、・・・当該事業主が・・・

当該精神障害者である労働者の数に相当する数の身体障害者又
は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。 
                               （法第71条第１項） 
※当該規定における「精神障害者」は、法第69条の規定により「精神障害者保健福祉
手帳所持者」に限定している。 

事業主は、･･･その雇用する身体障害者又は知
的障害者である労働者の数が、その雇用する
労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以
上であるようにしなければならない。  
                  （法第43条第1項） 

雇用義務の対象 実雇用率算定の対象 

障害者 

障害者のうち、精神障害がある者であって
省令（※３）で定めるもの （法第2条第6号） 
※次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能
な状態にあるもの 

※①～③の手帳所持者
を除く。 

  ①統合失調症 
  ②そううつ病(そう    
   病･うつ病を含む) 
  ③てんかん 



（※１）障害者雇用促進法 別表 
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの 
  イ 両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。）がそれ  
   ぞれ０．１以下のもの 
  ロ 一眼の視力が０．０２以下、他眼の視力が０．６以下のもの 
  ハ 両眼の視野がそれぞれ１０度以内のもの 
  ニ 両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの 
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの 
  イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ７０デシベル以上のもの 
  ロ 一耳の聴力レベルが９０デシベル以上、他耳の聴力レベルが５０デシベル以上のもの 
  ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が５０パーセント以下のもの 
  ニ 平衡機能の著しい障害 
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 
  イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 
  ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 
四 次に掲げる肢体不自由 
  イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの 
  ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの 
  ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 
  ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの 
  ホ 両下肢のすべての指を欠くもの 
  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの 
 
障害者雇用促進法施行令 
（法別表第五号の政令で定める障害）  
第二十七条  法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。  
一  ぼうこう又は直腸の機能の障害   二  小腸の機能の障害   三  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害   四  肝臓の機能の障害  

（※２）障害者雇用促進法施行規則 
（知的障害者）  

第１条の２ 法第２条第４号の厚生労働省令で定める知的障害がある者（以下「知的障害者」という。）は、児童相談所、知的障害者福祉法第９条第５項に
規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法
第１９条の障害者職業センター（次条において「知的障害者判定機関」という。）により知的障害があると判定された者とする。 

（※３）障害者雇用促進法施行規則 
（精神障害者）  

第１条の４ 法第２条第６号の厚生労働省令で定める精神障害がある者（以下「精神障害者」という。）は、次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可
能な状態にあるものとする。  
一  精神保健福祉法第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者  
二  統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）又はてんかんにかかっている者（前号に掲げる者に該当する者を除く。）  



  障害者雇用率制度の概要 

 

  身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る 

 機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合（障害者雇用率）を設定し、事業主等に 

 障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。 

 

 
  ○ 一般民間企業における雇用率設定基準 
   
 

                       身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数 

                           ＋  失業している身体障害者及び知的障害者の数 

      障害者雇用率  ＝          

                             常用労働者数  +  失業者数 
 

      ※ 短時間労働者は、１人を０．５人としてカウント。 

        ※ 重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は１人としてカウント。      

        ※ 精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数 に算入することができる。      

 

（参考） 現行の障害者雇用率 
    

 ＜国及び地方公共団体＞ 

    国、地方公共団体      ＝ ２．１％     

    都道府県等の教育委員会 ＝ ２．０％ 

＜民間企業＞ 

  一般の民間企業  ＝  １．８％ 

  特殊法人等     ＝  ２．１％  

○ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率 
 
   一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。 



○ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）  
（一般事業主の雇用義務等）  
 
第四十三条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用す 
 る事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）は、厚生労働省令で定  
 める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者であ 
 る労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数（その数 
 に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項にお 
 いて「法定雇用障害者数」という。）以上であるようにしなければならない。  
 
２ 前項の障害者雇用率は、労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、 
 安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項におい 
 て同じ。）の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者（労働の意思及 
 び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身 
 体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。）の総数の割合 
 を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案し 
 て政令で定める。 
 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（昭和３５年政令第２９２号） 
 
（障害者雇用率）  
 
第九条 法第四十三条第二項 に規定する障害者雇用率は、百分の一・八とする。 

参 照 条 文 
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障害者雇用の状況① 

○ 民間企業の雇用状況 実雇用率 1.65％ 法定雇用率達成企業割合 45.3％  

○ 法定雇用率には届かないものの、雇用者数は８年連続で過去最高。障害者雇用は着実に進展。 

 （平成23年6月1日現在） 

（注） 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、本年と前年までの数値を単純に 

   比較することは適当でない状況である。 



（注１）雇用義務のある56人以上規模の企業の集計 ※昭和52年～昭和62年までは67人以上、昭和63年～平成10年までは63人以上 
  ・身体障害者、知的障害者、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は１人カウント 
  ・重度身体障害者、 重度知的障害者は2人カウント 
  ・重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は１人カウント 
  ・重度以外の身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者は0.5カウント  
（注２）障害者とは、次に掲げる者の合計である。 
        ～昭和62年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 
  昭和63年～平成４年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者 
  平成５年～平成17年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 
                重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者 
  平成18年～       身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 
                重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は0.5カウント） 
  平成23年～      身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 
                身体障害者、知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（重度以外の身体障害者若しくは知的障害者又は精神障害者である 
                短時間労働者は0.5カウント）     
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（Ｓ63.4.1） 

（Ｓ10.7.1） 

  障害者雇用の状況② 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に比較することは適当でない状況である。 



  企業規模別の障害者雇用状況 

  ○ 1000人以上規模の実雇用率には1.84％と、法定雇用率を達成。 
  ○ ただし、中小企業の取組みが遅れている。 
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※平成23年6月1日現在 

全体：45.3％ 

56～99人：43.1％ 

100～299人：47.0％ 

300～499人：45.0％ 

500～999人：44.3％ 

1,000人以上：49.8％ 

(56～99人) 
(1,000人以上) 

(全体) 

(500～999人) 

(300～499人) 

(100～299人) 

1.84 

1.65 

1.65 

 

1.57 

1.40 

1.36 (500～999人) 

(1,000人以上) 

(300～499人) 

（全体） 

(100～299人) 

(56～99人) 

49.8 

47.0 

45.3 
45.0 
44.3 

43.1 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に 

   比較することは適当でない状況である。 



  「特例子会社」制度 

 障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保（法定雇用率＝1.8％）は個〄の事業

主（企業）ごとに義務づけられている。 

 一方、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子

会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を

親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。 

 また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用

率算定を可能としている。 

〔特例子会社制度〕 〔グループ適用〕 

親会社 親会社 

関係会社 関係会社 

特例子会社 

特例子会社 

→特例子会社を親会社に合算して実
雇用率を算定 

→関係会社を含め、グループ全体を親会社に合算して実雇用
率を算定 

・意思決定機関の支配 

・役員派遣等 ・意思決定機関の支配 

・役員派遣等 

・意思決定機関の支配 

・営業上の関係、 

 出資関係又は 

 役員派遣等 

 

平成２３年３月末現在 ３０５社 平成２３年３月末現在 １４４グループ 

１．概要 



２．特例子会社によるメリット 

(1) 事業主にとってのメリット 
 

○ 障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障 
  害者の能力を十分に引き出すことができる。 
○ 職場定着率が高まり、生産性の向上が期待できる。 
○ 障害者の受け入れに当たっての設備投資を集中化できる。 
○ 親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となる。 
 
(2) 障害者にとってのメリット 
 

○ 特例子会社の設立により、雇用機会の拡大が図られる。 
○ 障害者に配慮された職場環境の中で、個〄人の能力を発揮する機会が確保される。 

３．雇用状況 

14.6.1 15.6.1 16.6.1 17.6.1 18.6.1 19.6.1 20.6.1 21.6.1 22.6.1 23.6.1 

特例子会社数
(社） 

119 129 153 174 195 219 242 265 283 319 

 障害者数
（人） 

5,376  5,760  6,861  7,838  9,109.0  10,509.5  11,960.5  13,306.0  14,562.5 16429.5 

  うち身体 4,268  4,425  5,078  5,629  6,127  6,639 7,107 7,470 7,752 8168.5 

  うち知的 1,108  1,335  1,783  2,209  2,932  3,721 4,612 5,478 6,356 7594.5 

  うち精神 - - - - 50.0  149.5  241.5  358.0  454.5 666.5 

障害者数（人） 
【実人員】 

(3,205) (3,491) (4,186) (4,853) (5,695) (6,650) (7,679) (8,635) （9,516） (10,883） 



  

法定雇用率 実雇用率 雇用率達成割合 

国 

２.１ ２.２４  １００（39／39機関） 
 

厚生労働省 〃 ２．４９ － 

               知事部局 

        その他の機関 
２.１ 

２.４３ 

２.２３ 

 １００  （47／47） 
 ８６.４ （95／110） 

 市町村 ２.１ ２.２３  ８３.７（1,970／2,353） 

                    都道府県 

          市町村 
２.０ 

１.７５ 

１.８６ 

 ２９.８  （14／47） 
 ８７.０  （80／92） 

○ 民間企業に率先垂範する立場にも関わらず、都道府県教育委員会に未達成機関が多数。 

都道府県 

教育委員会 

公的機関の障害者雇用状況 

（％） 



障害者雇用納付金制度について 

未達成企業 達成企業 

未達成企業 達成企業 

「調整金」の支給 

「報奨金」の支給 
 （中小企業200人以下） 

「納付金」の徴収 
【超過1人当たり 月額2万7千円】 

【超過1人当たり 月額2万1千円】 

【不足1人当たり 月額5万円】 

法定雇用率（※） 
相当数 

雇用障害者数 

※ 障害者雇用促進法に基づき、尐なくとも5年ごとに労働者及び失業者並びに障害者数の総数の割合の 

  推移を勘案して政令で設定。 

 雇用率未達成企業（常用労働者200人超）から納付金を徴収し、雇用率達成企業 

などに対して調整金、報奨金を支給するとともに、各種の助成金を支給。 

「助成金」の支給 
 （設備等に対し） 

納
付
金
を 

徴
収 

調
整
金
を
支
給 

その他 



障害者雇用納付金制度に基づく助成金 

○ 障害者作業施設設置等助成金 

   障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等(知的障害者等の作業能力に合わせた改造や 

 安全装置の取り付けがなされた設備等）の設置・整備・賃借を行う事業主に支給（障害者1人につき上限450万円 

 （作業施設の設置）等） 
 
○ 障害者福祉施設設置等助成金   

   障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の 

  福利厚生施設の整備を行う事業主に支給（障害者1人につき上限225万円） 

  
障害者が作業を容易に行えるような施設の設置・整備を行った場合の助成措置  

  障害者を介助する者等を配置した場合の助成措置  

○ 障害者介助等助成金 

   適切な雇用管理のために必要な介助者等の配置・委嘱 

 を行う事業主に支給（職業コンサルタントの配置1人につ 

 き月15万円等）   

  職場適応援助者による援助を行った場合の助成措置 

○ 職場適応援助者助成金 

   職場適応援助者による援助の事業を行う場合（福祉施設型）や、事業主が障害者である労働者の雇用に伴い  

  必要となる援助を行う職場適応援助者の配置を行う場合（事業所型）に支給（日額14,200円等（福祉施設型）等） 

  通勤の配慮を行った場合の助成措置 

  

○ 重度障害者等通勤対策助成金 

   障害者の通勤を容易にするための措置を行 

 う事業主等に支給（通勤援助者の委嘱1人に
つき１回2，000円等） 

能力開発を行った場合の助成措置 

○ 障害者能力開発助成金 

   障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主等が、能力開発訓  

 練のための施設・設備の整備を行う場合等に支給（上限2億円（施設設置）等）  



  職業リハビリテーションの実施体制の概要 

 障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健
福祉・教育等の関係機関の連携のもとに実施。  

１ 公共職業安定所（ハローワーク） 〔５４５カ所〕 
  就職を希望する障害者の求職登録を行い（就職後のアフターケアまで一貫して利用）、専門職員や  

 職業相談員がケースワーク方式により障害の種類･程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職 

 場定着指導等を実施 

 

 

２ 障害者職業センター  

 ○  障害者職業総合センター〔１カ所〕 
    高度の職業リハビリテーション技術の研究・開発、専門職員の要請等の実施 
 ○  広域障害者職業センター〔２カ所〕 
    障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リハビリテーションの実施 

 ○  地域障害者職業センター〔各都道府県〕 
    障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビ 
   リテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施 
 
 
３ 障害者就業・生活支援センター (都道府県知事が指定した社会福祉法人、NPO法人等が運営） 

〔３１３センター〕  

  障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面 

 及び生活面における一体的な相談支援を実施 



  ハローワークにおける障害者の雇用促進のための取組 

１ 雇用率達成指導の強化 
 ○ 雇入れ計画期間及び公表猶予基準の見直し 
   ・雇入れ計画期間の短縮（３年→２年） 
   ・公表猶予基準の見直し 
   ※ 平成２４年１月１日以降適用 
  

２ 障害者に対する職業紹介等の充実 
  ・ 相談・支援体制の充実・強化（「就職支援ナビゲーター（障害者支援分）」の配置等） 
  ・ 各種の雇用支援策の活用（トライアル雇用、ジョブコーチ支援等） 
  ・ 関係機関との連携の強化（地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等）  
  ・ 定着指導 等 
  

３ 事業主に対する障害者雇用促進のための取組 
  ・ 雇用率達成指導と結びついた職業紹介の実施 
  ・ 障害者向けの求人開拓の実施（一般求人から障害者求人への転換を含む。） 
  ・ 各種助成金制度の活用 
  ・ 定着指導  等   
          



ハローワークにおける障害者の職業紹介状況 

 ○ 平成22年度は、就職件数・新規求職者数ともに前年度から増加。   
 ○ 特に、就職件数は初めて５万件を超え、過去最高を更新。 
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況① 

知的障害者 身体障害者 
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況② 

精神障害者 その他障害 
（発達障害、難病など） 
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企業 

○障害者団体、障害者支援団体 

○地域障害者職業センタヸ 

○障害者就業･生活支援センタヸ 

○職業能力開発校 

○障害者地域生活支援センタヸ 

○福祉事務所  等 

  ヷ専門援助部門が担当 

 ヷ就労支援コヸディネヸタヸを 
   配置し、関係機関と調整 

主査：ハロヸワヸク職員 

 市町村・専門機関の職員 

就職を希望している 

福祉施設利用者等 

障
害
者
就
労
支
援
チ
ー
ム 

就
労
支
援
計
画
の
作
成 

チ
ー
ム
構
成
員
が
連
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し
て
支
援
を
実
施 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
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就職に向けた取り組み 就 職 
職場定着 

職業生活
の安定 

就労支援・生活支援 職場定着支援・就業生活支援 

障害者就労に向けたハローワークを中心とした「チーム支援」  

○ 福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希望する障害者一人ひとりに対して、 

 ハローワーク職員（主担当）と福祉施設等の職員、市町村の職員等がチームを 

 結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施（平成18年度から実施） 

    

○授産･更正施設、小規模作業所 

○医療ヷ保健ヷ福祉機関 

○特別支援学校 

○精神障害者社会適応訓練事業  

 の協力事業所 等 

 副主査：福祉施設等職員 

 

  【22年度実績】 

    支援対象者数 16,682人 

      就職者数   8,554人 

      就職率    51.3％ 



  
「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり 

～障害者試行雇用事業～ 

 

○ 期 間 

   ３か月間を限度（ハローワークの職 

   業紹介により、事業主と対象障害 

   者との間で有期雇用契約を締結） 

 

○ 奨励金 

   事業主に対し、トライアル雇用者 

   １人につき、月４万円を支給 

 

○ 対象者 （23年度） 

     9,000人 

 

○ 実 績 （22年度） 

      開始者数  10,650人 

      常用雇用移行率 86.4％ 

不安の解消・
軽減 

 障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノ
ウハウがなく、障害者雇用に取り組む意欲があっても雇い入れることに躊躇する面もあります。 

 また、障害者の側でも、これまでの雇用就労経験が乏しいために、「どのような職種が向いているかが分からない」、「仕事に耐
えられるだろうか」といった不安があります。 

 このため、障害者を短期の試行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れることにより、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、
一般雇用への移行を促進することを目指します。  

トライアル雇用 

（３か月間の有期雇用） 

不安 

不安 

障害者 

事業主 

常
用
雇
用 

障害に応じた職場
の配慮事項が分か
らない 

どのような仕事
を担当させれば
よいか分からな
い 

身体障害者は雇用しているが、知的
障害者を雇用するのは初めて 

障害者への接し
方、雇用管理が分
からない 

どのような仕事
が適職か分か
らない 就職は初めてなので、

職場での仕事に耐え
られるのか不安 

訓練を受けたこ
とが実際に役立
つか不安 



  

  地域障害者職業センターは、公共職業安定所等の地域の就労支援機関との密接な連携のもと、障害者に対する 

 専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国４７都道府県（ほか支所５か所）に設置。 

○ 職業評価 
  就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法 

 等を含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を策定。 
 

○ 職業準備支援 
  ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作 

 業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能 

 力・対人対応力の向上を支援。 
 

○ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業 
  障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後 

 を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施。  
 

○ 精神障害者総合雇用支援 
  精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続 

 のための様〄な支援ニーズに対して、専門的・総合的な支援を実施。 
 

○ 事業主に対する相談・援助 
  障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に関する専門 

 的な助言、援助を実施。 
 

○ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実施 
  障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言・援 

 助を行うほか、関係機関の職員等の知識・技術等の向上に資するため、マニュアルの作成及び実務研修等を実施。 

地域障害者職業センターの概要 

障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リ

ハビリテーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。 



  職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援 

◎支援内容 

事 業 主 
(管理監督者ヷ人事担当者) 

ジョブコヸチ 

障 害 者 

同僚 

同僚 

上司 家族 

ヷ 障害の理解に係る社内啓発 

ヷ 障害者との関わり方に関する助言 

ヷ 指導方法に関する助言 
ヷ安定した職業生活を送るための家族の 
 関わり方に関する助言 

ヷ障害特性に配慮した雇用管理に関する助言 
ヷ配置、職務内容の設定に関する助言 

ヷ業務遂行力の向上支援 
ヷ職場内コミュニケヸション能力の向上支援 
ヷ健康管理、生活リズムの構築支援 

◎標準的な支援の流れ 

 

不適応課題を分析し、 

集中的に改善を図る 

  

 週３～４日訪問 

 

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰﾊﾟｰｿﾝ

の育成により、支援の主体

を徐々に職場に移行 

    週１～２日訪問 

 

数週間～数ヶ月 

に一度訪問 

移行支援 集中支援 
フォロヸ
アップ 

支援期間１～７ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センタヸの場合）  

◎ジョブコーチ配置数（２３年３月末現在） 

計１，１４２人 地域センターのジョブコーチ    ３０６人
第１号ジョブコーチ（福祉施設型） ７４４人
第２号ジョブコーチ（事業所型）   ９２人 

支援対象者数  ３，３０２人 

職場定着率（支援終了後６ヶ月）  ８７．６％ 
   （支援終了後６ヵ月：21年10月～22年９月までの支援修了者の実績） 

◎支援実績（２２年度、地域センター） 

 障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、 

 ・ 障害者に対する業務遂行力やコミュニケーション能力の向上支援 

 ・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施 



  障害者就業・生活支援センター 

業務の内容  就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要
とする障害のある方に対し、センタヸ窓口での
相談や職場ヷ家庭訪問等を実施します。 

＜就業面での支援＞ 

○ 就業に関する相談支援 

 ヷ 就職に向けた準備支援（職業準備訓練、 

  職場実習のあっせん） 

 ヷ 就職活動の支援 

 ヷ 職場定着に向けた支援 

○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ  

 た雇用管理についての事業所に対する助言 

○ 関係機関との連絡調整 

＜生活面での支援＞ 

○ 日常生活ヷ地域生活に関する助言 

 ヷ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理 

  等の日常生活の自己管理に関する助言 

 ヷ 住居、年金、余暇活動など地域生活、 

  生活設計に関する助言 

○ 関係機関との連絡調整 

設置箇所数 

 
２３年１２月現在 ３１３センタヸ 

雇用と福祉のネットワヸク 

障害のある方 

相談 

地域障害者 

職業センタヸ 

専門的支援 
の依頼 

生活支援 
（生活支援担当者1名） 

就業支援 
（就業支援担当者2～４名） 

ハロヸワヸク 

事業主 

職場適応支援 

求職活動支援 

特別支援学校 
連携 

保健所 
保健サヸビスの 

利用調整 

福祉事務所 
福祉サヸビスの 

利用調整 

医療機関 

医療面の相談 

○ 関係機関と 

の連絡調整 

○ 日常生活ヷ 

地域生活に関 

する助言 

○ 就業に関す 

る相談支援 

○ 障害特性を踏 

まえた雇用管理 

に関する助言 

○ 関係機関と 

の連絡調整 

一 

体 

的 

な 

支 

援 

自立ヷ安定した職業生活の実現 

技術的支援 

就労移行支援
事業者等 

 

基礎訓練の 

あっせん 

対象者の送
り出し 

  【22年度実績】  対象者数  78,063人  

             就職件数  10,266件    就職率 56.5％ 

 障害者の身近な地域においては、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う 

  「障害者就業・生活支援センター」の設置を拡充 

 平成14年度 21センタヸ（14年5月事業開始時）→ 23年度 322センタヸ（予定） 



障害者権利条約への対応 



  障害者制度改革の推進体制 

障がい者制度改革推進本部 

（内閣総理大臣を本部長としすべての
国務大臣で構成） 

障がい者制度改革推進会議 

（障害者、障害者の福祉に関する事業
に従事する者、学識経験者等） 

部会（施策分野別） 

●障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を

始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改

革を行うため、H21年12月8日閣議決定により設置。 

●当面5年間を障害者制度改革の集中期間と位置

付け、 

・改革推進に関する総合調整 

・改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進 

・「障害」の表記の在り方に関する検討 

等を行う。 

●障害者に係る制度の改革を始め、障害者施策の
推進に関する事項について意見。 

（H22年１月以後14回開催し、6月7日に第一次意見
取りまとめ。雇用分野については、第4回、10回目に
省庁ヒアリングを実施。） 

必要に応じ、部会を開催。 

・総合福祉部会をH22年4月に設置。 

・障害者差別禁止法（仮称）の制定に向け、差別禁止

部会をH22年11月に設置。 

【新たな推進体制の下での検討事項の例】 

・障害者権利条約の実施状況の監視等を行う機関（モニタリング機関） 

・障害を理由とする差別等の禁止に係る制度 

・教育 

・労働・雇用 

・障害福祉サービス（総合福祉部会をH22年４月以後開催）  等 

＊障害者総合福祉法（仮称）の制定に向け、就労分野

について推進会議と総合福祉部会の合同作業チー

ムを５回開催（非公開）。第15回総合福祉部会（23

年６月23日）にてチームの報告書を報告。 



  障がい者制度改革推進会議の開催経緯等 

日程 議題 

第1回 22年1月12日  推進会議の運営について、今後の進め方について 

第2～11回 〃  2月2日～5月17日 第3回及び第4回障害者雇用について、第10回厚生労働省ヒアリング 

第12～14回 〃  5月24日～6月7日 第一次意見の取りまとめ 

第15回～ 〃  6月28日 第一次意見に関する結果報告、今後検討すべき議題とスケジュール  等 

〃  6月29日 
【障がい者制度改革推進本部】 
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定 

第19～29回 〃 9月6日～12月17日 障害者基本法の改正について（第二次意見の取りまとめ） 等 

第30回～ 23年2月14日 障害者基本法の改正について 等 

〃  7月29日 「障害者基本法の一部を改正する法律（平成23年法律第90号）」が成立 

〃  8月30日 
【障がい者制度改革推進会議総合福祉部会】 
「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の取りまとめ 

第35回 〃  9月26日 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の報告 



障害者制度改革の推進のための基本的な方向について（6月29日閣議決定） 【概要】   

平成23年 平成24年 平成25年 

●障害者基本法抜本改
正・制度改革の推進体制
等に関する法案の提出 

●障害者差別禁止法案
（仮称）の提出（改革の
推進に必要な他の関係
法律の一括整備法案も
検討） ●障害者総合福祉法

案（仮称）の提出 

平成21年12月～平成22年 

●次期障害者基本計
画決定（12月目途） 

８月までの施行 

●障がい者制度改革推進会議の「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」（平成22年6月7日） 
  を最大限に尊重し、我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図る。 

 

 

基礎的な課題における改革の方向性 

横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方 

（１）障害者基本法の改正と改革の推進体制 
・障害や差別の定義を始め、基本的施策に関する規定の見直し・追
加 

・改革の集中期間内における改革の推進等を担う審議会組織の設
置 

・改革の集中期間終了後に障害者権利条約の実施状況の監視等を  

  担ういわゆるモニタリング機関の法的位置付け 等 

 

→第一次意見に沿って検討、23年に法案提出を目指す 

（２）障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制
定等 
・障害者に対する差別を禁止し、被害を受けた場合の救済等を目的
とした制度の構築 

 

→第一次意見に沿って検討、25年に法案提出を目指す 

 これに関連し、人権救済制度に関する法案も早急に提出できるよう
検討 

（３）「障害者総合福祉法」（仮称）の制定 
・制度の谷間のない支援の提供、個〄のニーズに基づいた地域生活 

  支援体系の整備等を内容とする制度の構築 

 

→第一次意見に沿って検討、24年に法案提出、25年8月までの施行
を目指す 

・アジア太平洋での障害分野の国際協力への貢献 

・虐待防止制度の構築に向けた必要な検討 

（２）障害のとらえ方と諸定義の明確化 
障害の定義の見直し、合理的配慮が提供されない場合を含む障害
を理由とする差別や、手話その他の非音声言語の定義の明確化 

（１）地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築 
・障害者が自ら選択する地域への移行支援や移行後の生活支援の
充 実、及び平等な社会参加、参画を柱に据えた施策の展開 

・虐待のない社会づくり 

平成26年 

障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重
し、人格を認め合う共生社会の実現 

障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方 

(1) 労働及び雇用 

(2) 教育 

(3) 所得保障 

(4) 医療 

(5) 障害児支援 

(6) 虐待防止 

(7) 建物利用・交
通アクセス 

(8) 情報アクセス・
コミュニケーション
保障 

(9) 政治参加 

(10) 司法手続 

(11) 国際協力 

・投票所のバリア除去等 

個別分野における基本的方向と今後の進め方 

横断的課題の 

スケジュール等 

・福祉的就労への労働法規の適用の在り方              (～23年内）              

（～24年度内目途)             

・障害のある子どもが障害のない
子どもと共に教育を受けるインク
ルーシブ教育システム構築の理
念を踏まえた制度改革の基本的
方向 

（～22年度内)              

・手話・点字等に通じた教員等の確保・専門性の向上に係る方策 （～24年内目途）             

・住宅の確保のための支援の在り方 

（～24年内目途)              

・医療費用負担の在り方（応能負担） 

・社会的入院を解消するための体制 

・精神障害者の強制入院等の在り方 

・刑事訴訟手続における障害の特性に応じた配慮方策 

・選挙情報への障害者のアクセ
スを容易にする取組 

・情報バリアフリー化のための環境整備の在り方 

・障害特性に応じた災害時緊急連絡の伝達の方策 

・地方のバリアフリー整備の促進
等の方策 

・相談・療育支援体制の改善に向けた方策 

（～23年内)              

（～23年内)              

（～24年内目途)              

（～23年内)              

※各個別分野については、改
革の集中期間内に必要な対
応を図るよう、工程表としてそ
れぞれ検討期間を設定 

目的・基本的考え方 

工  程  表 

障がい者制度改革推
進本部の設置（平成
21年12月） 

（～22年度内目途)              

（～24年内)              

（～22年度内)              

（～24年内目途)              

・職場での合理的配慮確保のための方策              

・雇用率制度についての検証・検討              

（～24年度内目途)             

・障害者の所得保障の在り方を公的年金の抜本見直しに併せて検討 

（～24年内)              

※主な事項について記載 



第２ 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方 

 

 ３ 個別分野における基本的方向と今後の進め方 

 

 

 

 
 
 (1)労働及び雇用 

○ 障害者雇用促進制度における「障害者」の範囲について、就労の困難さに視点を置いて見直すことについて検討し、平成24年度内を
目途にその結論を得る。 

 

○ 障害者雇用率制度について、雇用の促進と平等な取扱いという視点から、いわゆるダブルカウント制度の有効性について平成22年度
内に検証するとともに、精神障害者の雇用義務化を図ることを含め、積極的差別是正措置としてより実効性のある具体的方策を検討し、
平成24年度内を目途にその結論を得る。 

 

○ いわゆる福祉的就労の在り方について、労働法規の適用と工賃の水準等を含めて、推進会議の意見を踏まえるとともに、障がい者制
度改革推進会議総合福祉部会（以下「総合福祉部会」という。）における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23年内にその結論を得
る。 

 

○ 国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関し、適正で効率的な調達の実施という現行制度の考え方の下で、障害者就労
施設等に対する発注拡大に努めることとし、調達に際しての評価の在り方等の面から、障害者の雇用・就業の促進に資する具体的方策
について必要な検討を行う。 

 

○ 労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、職場における合理的配慮の提供を確保するための措置、これらに関する労使
間の紛争解決手続の整備等の具体的方策について検討を行い、平成24年度内を目途にその結論を得る。 

 

○ 障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケーション支援、ジョブコーチ等の職場における支援の在り方について、平成
23年内を目途に得られる総合福祉部会の検討結果等を踏まえ、必要な措置を講ずる。 

障害者制度改革の推進のための基本的な方向について 

                                 （抜粋） 
平成 2 2年６月 2 9日 

閣 議 決 定 

 以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や次期障害者基本計画の策
定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に
結論を得た上で、必要な措置を講ずるものとする。 























障害者基本法 新旧対照表 

改正障害者基本法 旧障害者基本法 

第一章 総則 第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく

基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであ

るとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てら

れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実

現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、

基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも

に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項

を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施

策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に

関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする

とともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる

事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための

施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを

目的とする。 

 

 

 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その

他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて

、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切

のものをいう。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神

障害（以下「障害」と総称する。）があるため、継続的に日常生活又は社

会生活に相当な制限を受ける者をいう。 

 

 

 

 

 

 



（地域社会における共生等） 

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でな

い者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ

、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提とし

つつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 

二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択

の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げら

れないこと。 

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎

通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取

得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 

 

（基本的理念） 

第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし

い生活を保障される権利を有する。 

 

 

２ すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

３ 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の

権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（差別の禁止） 

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することそ

の他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、か

つ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて

前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ

合理的な配慮がされなければならない。 

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の

普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。 

 



（職業相談等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつ

つ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるよう

にするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに

、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職

業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るた

め、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならな

い。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及

び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用

の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

 

（職業相談等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ

、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにす

るため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職

業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 

 

２ 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及

び研究を促進しなければならない。 

 

３ 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害

者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成そ

の他必要な施策を講じなければならない。 

 

（雇用の促進等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者に

おける障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を

講じなければならない。 

２ 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、

適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適

正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなけれ

ばならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者

の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を

図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備

等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

（雇用の促進等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者

に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければ

ならない。 

２ 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有す

る能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理

を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 

 

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の

雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図る

ため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要

する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 



 



  障害者権利条約について① 

○ 障害者権利条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包
括的・総合的な国際条約であり、平成18年12月に採択され、我が国は平
成１９年９月に署名した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ これまでの経緯 

平成13年12月 「障害者権利条約」の検討を国連総会にて決議 

平成14年7月～ 国連総会の下で特別委員会を累次開催 

平成18年8月 特別委員会第８回会合において条約案基本合意 

平成18年12月 国連総会で採択 

平成19年9月 我が国が条約に署名（同日、署名に関する閣議決定 

平成20年5月 条約の発効（20か国が批准） 

○ 平成２３年１０月現在で、世界１０６の国及び地域が批准 
  （うちＯＥＣＤ加盟国は、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、 
   チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、韓国、ルクセンブルク、   
   メキシコ、ニュージーランド、ポルトガル、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、 
   スウェーデン、トルコ、イギリスの22か国） 



 

 ○ 障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的国際条約で
あり、前文と本文50条からなる。 

  

 ○ 一般的な枠組みとして、 

  ① 一般的義務として、障害を理由とするいかなる差別（合理的配慮の否定 

    を含む。）もなしに、すべての障害者のあらゆる人権・基本的自由を 

    完全に実現することを確保・促進すべきこと 

  ② 身体の自由、拷問禁止等の“自由権的権利”及び教育、労働等の“社会 

    権的権利”について、締約国が取るべき措置 

  ③ 条約の実施を促進・保護・監視するための枠組みを維持、強化、指定 

    又は設置すること 

  等を定めている。 

  

 ※ 「合理的配慮の否定」が差別であることを明示した点及び条約の履行を確保
するため国内に独立したモニタリング機関の設置を盛り込んだ点が特徴 

  

２ 障害者権利条約の概要 

  障害者権利条約について② 



 

 ○ 雇用分野については、公共・民間部門での雇用促進等のほか、 

 

  ① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇 

    用の継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の 

    禁止（§27 １(a)）、 

 

  ② 公正・良好な労働条件、安全・健康的な作業条件及び苦情に対する救済に 

    ついての権利保護（§27 １(b)） 
   

  ③ 職場において合理的配慮が提供されることの確保（§27 １(i)） 
 

  等のための適当な措置をとることにより、障害者の権利の実現を保障・促進す
ることとされている。 

３ 雇用分野に関する規定 

  障害者権利条約について③ 



  

平成２０年 

 ４月 ２日 第１回研究会 

  論点・検討課題の説明、自由討議 

 ５月２０日 第２回研究会 

  フランス・ドイツの制度に関するヒアリング 

 ６月２７日 第３回研究会 

  ＥＵ・アメリカの制度に関するヒアリング 

 ８月 ７日 第４回研究会 

  障害者関係団体からのヒアリング① 
  （日身連、日盲連、全国精神保健福祉会連合会、 

  ろうあ連盟、全難聴・全国盲ろう者協会） 

 ９月２４日 第５回研究会 

  障害者関係団体からのヒアリング②  
  （育成会、全国精神障害者団体連合会、自閉症協会、日本発達障害者ネットワーク） 

 １１月７日 第６回研究会 

  障害者関係団体からのヒアリング③  
  （ＪＤ、ＤＰＩ日本会議、全国社会就労センター協議会） 

 １１月２６日 第７回研究会 

  障害者関係団体からのヒアリング④  
 （脊髄損傷者連合会、心臓病者友の会、脳外傷友の会、難病・疾病団体協議会） 

 

平成２１年 

 １月１４日 第８回研究会  主な論点ごとの検討① 

 ２月 ４日 第９回研究会  主な論点ごとの検討② 

 ３月 ２日 第１０回研究会 主な論点ごとの検討③ 

 ４月１４日 第１１回研究会 中間整理案 → ７月に中間整理 

１ 労働・雇用分野における障害者権利条約
への対応の在り方に関する研究会 

厚生労働省における障害者権利条約の検討状況 

２ 労働政策審議会障害者雇用分科会 

平成２１年 

  ７月 ８日 第３８回分科会   

   障害者権利条約をめぐる状況等 

   労働・雇用分野における障害者権利条約への対応 

   について（中間整理の報告） 
 １０月１４日 第３９回分科会 

   基本的枠組み 

   障害を理由とする差別の禁止① 

 １０月２３日 第４０回分科会 

   障害を理由とする差別の禁止② 

    職場における合理的配慮① 

 １１月１１日 第４１回分科会 

   職場における合理的配慮② 

 １２月 ２日 第４２回分科会 

   権利保護（紛争解決手続）の在り方 

 １２月２５日 第４３回分科会 

   職場における合理的配慮③ 

 

平成２２年 

  ３月３０日 第４４回分科会 

    「労働・雇用分野における障害者権利条約への 

    対応の在り方に関する中間的な取りまとめ」（案） 
  ４月２７日 第４５回分科会にて報告 



  
「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する中間的な取りまとめ」（概要）

（平成22年4月27日労働政策審議会障害者雇用分科会） 

１ 基本枠組み  
 ○ 労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の提供については、国内法制に 
   位置づけることが必要である。     
 ○ 障害者雇用率制度については、成果を上げていること等から、引き続き残すべきである。   
 ○ 差別禁止等の対象とする障害者の範囲は、現行の障害者雇用率制度より広範囲なものとし、障害者雇用 
   促進法第２条に規定する障害者とする。   
 ○ 差別禁止等を義務付ける事業主の範囲は、全ての事業主とすべきとの意見が出された。これに対し、 
   中小企業には一定の配慮が必要との意見が出された。 

２ 障害を理由とする差別の禁止   
 ○ 障害を理由とする差別を禁止する。また、その主な対象は、募集・採用の機会、賃金等の労働条件、昇進等の 

    処遇、解雇・雇止め等が考えられる。 

３ 職場における合理的配慮    
 ○ 職場における合理的配慮の提供を事業主に義務付ける。一方で、事業主にとって配慮の提供が過度の負担と 

   なる場合、その提供義務を負わない。   
 ○ 相談体制も含め、合理的配慮が適切に提供されるための仕組みを検討する必要がある。  
 ○ 合理的配慮提供の枠組みとして、例えば、施設・設備の整備、人的支援、職場のマネージメント、医療に関する 

   配慮といった枠組みで考えていくべきではないかとの意見が出された。   
 ○ 合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方を検討すべきではないかとの意見が出された。 

４ 権利保護（紛争解決手続き）の在り方  

 ○ 企業内における十分な話し合い等により、自主的に問題が解決されるべきである。それが出来ない場合は、 

   刑罰法規や準司法的手続のような判定的な形ではなく、調整的な解決を重視すべきである。   
 ○ 調整的な解決の際は、既に存在する紛争調整委員会などを活用した仕組みとすることが妥当である。 
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